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6. 必要な要員及び資源の評価

6.1 必要な要員及び資源の評価条件 

(1) 要員の評価条件

ａ．各事故シーケンスにおける要員については，保守的に 6 号

及び 7 号炉同時の重大事故等対策時において対応可能である

か評価を行う。 

ｂ．参集要員に期待しない事故シーケンスにおいては，中央制

御室の当直長，当直副長，運転員及び発電所構内に常駐して

いる緊急時対策要員により，必要な作業対応が可能であるこ

とを評価する。 

また，参集要員に期待する事故シーケンスにおいて，事象

発生 10時間までは，中央制御室の運転員及び発電所構内に常

駐している緊急時対策要員のみにより必要な作業対応が可能

であること，さらに事象発生 10 時間以降は発電所構外から

召集される参集要員についても考慮して，必要な作業対応が

可能であることを評価する。なお，発電所構外から召集され

る参集要員については，実際の運用では集まり次第，作業対

応が可能であるが，評価上は事象発生 10 時間以前の参集要

員による作業対応は見込まないものとする。 

ｃ．可搬型設備操作において，可搬型設備を事象発生から 12 時

間までは機能に期待しないと仮定するため，その使用開始を

12 時間後として要員を評価する。ただし，要員の確保等速や

かに対応可能な体制が整備されている場合を除く。 

(2) 資源の評価条件

ａ．全般 

(a) 重大事故等対策の有効性評価において，通常系統からの給

水及び給電が不可能となる事象についての水源，燃料及び電

源に関する評価を実施する。また，前提として，有効性評価

の条件（各重要事故シーケンス等特有の解析条件又は評価条

6. 必要な要員及び資源の評価

6.1 必要な要員及び資源の評価条件 

(1) 要員の評価条件

ａ．参集要員に期待しない事故シーケンスにおいては，中央制

御室の当直発電長，当直副発電長，当直運転員及び発電所構

内に常駐している災害対策要員により，必要な作業対応が可

能であることを評価する。 

また，参集要員に期待する事故シーケンスにおいては，事

象発生 2 時間までは，中央制御室の運転員及び発電所構内に

常駐している災害対策要員のみにより必要な作業対応が可能

であること，さらに事象発生 2 時間以降は発電所構外から招

集される参集要員についても考慮して，必要な作業対応が可

能であることを評価する。なお，発電所構外から招集される

参集要員については，実際の運用では集まり次第，作業対応

が可能であるが，評価上は事象発生 2 時間以前の参集要員に

よる作業対応は見込まないものとする。 

ｂ．可搬型設備操作において，災害対策要員が発電所構内に常

駐していることを考慮し，2 時間以内に活動を開始すること

として要員を評価する。 

(2) 資源の評価条件

ａ．全 般 

(a) 重大事故等対策の有効性評価において，通常系統からの

給水及び給電が不可能となる事象についての水源，燃料及

び電源に関する評価を実施する。また，前提として，有効

性評価の条件（各重要事故シーケンス等特有の解析条件又

6.必要な要員及び資源の評価

6.1 必要な要員及び資源の評価条件 

(1) 要員の評価条件

ａ．各事故シーケンスにおける要員については，２号炉の重

大事故等対策時において対応可能であるか評価を行う。 

ｂ．各事故シーケンスにおいては，発電所構内に常駐してい

る緊急時対策要員により，必要な作業対応が可能であるこ

とを評価する。 

なお，発電所構外からの参集要員については，実際の運

用では，参集次第作業対応は可能であるが，評価上は見込

まないものとする。 

ｃ．可搬型設備操作において，事象発生後から使用開始する

こととして要員を評価する。 

(2) 資源の評価条件

ａ．全般 

(a) 重大事故等対策の有効性評価において，通常系統から

の給水及び給電が不可能となる事象についての水源，燃

料及び電源に関する評価を実施する。また，前提として，

有効性評価の条件（各重要事故シーケンス等特有の解析

・記載方針の相違

【柏崎 6/7】 

 島根２号炉は，単独申

請のため，島根２号炉の

重大事故等対応を評価す

る旨記載。 

・運用の相違

【柏崎 6/7，東海第二】 

 島根２号炉は，要員の

参集に期待せずとも必要

な作業を常駐要員により

実施可能である。 

・評価条件の相違

【柏崎 6/7，東海第二】 

 島根２号炉では，要員

の参集に期待しない評価

としている。 

・評価条件の相違

【柏崎 6/7，東海第二】 

 島根２号炉は，事象発

生後から必要な可搬型設

備を準備し，使用するこ

とを想定。 

実線・・設備運用又は体制等の相違（設計方針の相違） 

波線・・記載表現，設備名称の相違（実質的な相違なし） 
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件）を考慮する。 

(b) 水源，燃料及び電源に関する評価において，淡水貯水池，

常設代替交流電源設備用燃料タンク及び常設代替交流電源

設備は，6 号及び 7号炉で共用していることから，その合計

の消費量を評価する。 

 

ｂ．水源 

(a) 原子炉及び原子炉格納容器への注水において，水源となる

復水貯蔵槽の保有水量（約 1,700m3：有効水量）が，淡水貯

水池から可搬型代替注水ポンプ（A-2 級）を用いた水の移送

を開始するまでに枯渇しないことを評価する。 

 

 

 

 

 

 

(b) 復水貯蔵槽については，淡水貯水池からの水の移送につい

て，可搬型代替注水ポンプ（A-2 級）を用いて必要注水量以

上が補給可能であることを評価する。 

(c) 使用済燃料プールへの注水において，水源となる淡水貯水

池の保有水量（約 18,000m3）が枯渇しないことを評価する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(d) 水源の評価については，事象進展が早い重要事故シーケン

ス等が水源（必要水量）として，厳しい評価となることから，

重要事故シーケンス等を評価し成立性を確認することで，他

の事故シーケンスグループ等も包絡されることを確認する。 

 

 

 

は評価条件）を考慮する。 

 

 

 

 

 

ｂ．水 源 

(a) 原子炉及び格納容器への注水において，水源となる代替

淡水貯槽の保有水量（約 4,300m３：有効水量）又は西側淡

水貯水設備の保有水量（約 4,300m３：有効水量）が，他の

淡水源から可搬型代替注水中型ポンプ又は可搬型代替注水

大型ポンプを用いた水の移送を開始するまでに枯渇しない

ことを評価する。 

 

 

 

 

(b) 代替淡水貯槽については，西側淡水貯水設備からの水の

移送について，可搬型代替注水中型ポンプを用いて必要注

水量以上が補給可能であることを評価する。 

(c) 使用済燃料プールへの注水において，水源となる西側淡

水貯水設備の保有水量（約 4,300m３）が枯渇しないことを

評価する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

(d) 水源の評価については，必要注水量が多い重要事故シー

ケンス等が水源として厳しい評価となることから，重要事

故シーケンス等を評価し成立性を確認することで，他の事

故シーケンスグループ等も包絡されることを確認する。 

 

 

 

条件又は評価条件）を考慮する。 

(b) 水源，燃料及び電源については，２号炉において重大

事故等が発生した場合を想定して消費量を評価する。 

 

 

 

ｂ．水源 

(a) 原子炉への注水において，水源となる低圧原子炉代替

注水槽の保有水量（約740m3：有効水量）が，輪谷貯水槽

（西１／西２）から大量送水車を用いた水の移送を開始

するまでに枯渇しないことを評価する。 

 

 

 

 

 

 

(b) 低圧原子炉代替注水槽については，輪谷貯水槽（西１

／西２）からの水の移送について，大量送水車を用いて

必要注水量以上が補給可能であることを評価する。 

(c) 原子炉，原子炉格納容器及び燃料プールへの注水にお

いて，水源となる輪谷貯水槽（西１／西２）の保有水量

（約7,000m3）が枯渇しないことを評価する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

(d) 水源の評価については，必要注水量が多い重要事故シ

ーケンス等が水源（必要水量）として厳しい評価となる

ことから，重要事故シーケンス等を評価し成立性を確認

することで，他の事故シーケンスグループ等も包絡され

ることを確認する。 

 

 

 

・記載方針の相違 

【柏崎 6/7】 

 島根２号炉は，単独申

請のため，島根２号炉の

評価を評価する旨記載。 

 

・解析条件の相違 

【柏崎 6/7，東海第二】 

 島根２号炉は，低圧原

子炉代替注水槽を使用し

た手段として原子炉注水

のみを想定。 

・設備設計の相違 

【柏崎 6/7，東海第二】 

 設備設計の相違に伴う

水量の相違。 

 

 

 

・解析条件の相違 

【柏崎 6/7，東海第二】 

 島根２号炉は，輪谷貯

水槽（西１／西２）を使

用した可搬型設備による

注水先として，原子炉及

び格納容器を想定。 

・設備設計の相違 

【柏崎 6/7，東海第二】 

設備設計の相違に伴う

水量の相違。 
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ｃ．燃料 

(a) 常設代替交流電源設備，代替原子炉補機冷却系専用の電源

車，代替原子炉補機冷却系用の大容量送水車（熱交換器ユニ

ット用），復水貯蔵槽給水用可搬型代替注水ポンプ（A-2 級），

使用済燃料プール注水用可搬型代替注水ポンプ（A-2 級），

非常用ディーゼル発電機，5 号炉原子炉建屋内緊急時対策所

用可搬型電源設備及びモニタリング・ポスト用発電機のう

ち，事故シーケンスグループ等における事故収束に必要な設

備を考慮して消費する燃料（軽油）が備蓄している軽油量に

て 7 日間の運転継続が可能であることを評価する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(b) 全交流動力電源喪失の発生又は重畳を想定しない事故シ

ーケンスについては，非常用ディーゼル発電機からの給電に

よる燃料消費量の評価を行う。また，外部電源喪失を想定し

ない場合においても，仮に外部電源が喪失し非常用ディーゼ

ル発電機から給電することを想定し，燃料消費量の確認を行

う。 

 

 

 

この場合， 燃料（ 軽油） の備蓄量として， 軽油タンク

（ 約 1,020kL，2 基（6 号及び 7 号炉それぞれ 1 基））の

容量を考慮する。 

 

ｃ．燃 料 

(a) 常設代替交流電源設備，可搬型代替注水中型ポンプ，可

搬型代替注水大型ポンプ,可搬型窒素供給装置，非常用ディ

ーゼル発電機等及び緊急時対策所用発電機のうち，事故シ

ーケンスグループ等における事故収束に必要な設備を考慮

し消費する燃料（軽油）が備蓄している軽油量にて 7 日間

の運転継続が可能であることを評価する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(b) 全交流動力電源喪失の発生又は重畳を想定しない事故シ

ーケンスについては，非常用ディーゼル発電機等からの給

電による燃料消費量の評価を行う。また，外部電源喪失を

想定しない場合においても，仮に外部電源が喪失し非常用

ディーゼル発電機等から給電することを想定し，燃料消費

量の確認を行う。常設代替交流電源設備からの給電を想定

する事故シーケンスグループ等においては，常設代替交流

電源設備からの給電による燃料消費量の評価を行う。 

 

この場合，燃料（軽油）の備蓄量として，軽油貯蔵タン

ク（約 800kL）の容量を考慮する。 

 

 

ｃ．燃料 

(a) 常設代替交流電源設備，大型送水ポンプ車，大量送水

車，可搬式窒素供給装置，非常用ディーゼル発電機等及

び緊急時対策所用発電機のうち，事故シーケンスグルー

プ等における事故収束に必要な設備を考慮して消費す

る燃料（軽油）が備蓄している軽油量にて７日間の運転

継続が可能であることを評価する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(b) 全交流動力電源喪失の発生又は重畳を想定しない事故

シーケンスについては，非常用ディーゼル発電機等から

の給電による燃料消費量の評価を行う。また，外部電源

喪失を想定しない場合においても，仮に外部電源が喪失

し非常用ディーゼル発電機等から給電することを想定

し，燃料消費量の確認を行う。常設代替交流電源設備か

らの給電を想定する事故シーケンスグループ等において

は，常設代替交流電源設備からの給電による燃料消費量

の評価を行う。 

この場合，燃料（軽油）の備蓄量として，非常用ディ

ーゼル発電機燃料貯蔵タンク等（約730m3）の容量を考慮

する。 

 

 

・設備設計の相違 

【柏崎 6/7】 

島根２号炉は，原子炉

補機代替冷却系に電源車

は使用しない。 

・解析結果の相違 

【柏崎 6/7】 

島根２号炉は，有効性

評価上，可搬式窒素供給

装置による窒素注入を実

施しているため，燃料評

価を実施。 

・設備設計の相違 

【柏崎 6/7】 

島根２号炉は，高圧炉

心スプレイ系ディーゼル

発電機もある。 

・設備設計の相違 

【柏崎 6/7】 

島根２号炉は，モニタ

リングポストの電源は非

常用交流電源設備又は常

設代替交流電源設備の電

源負荷に含まれる。 

 

・設備設計の相違 

【柏崎 6/7】 

島根２号炉は，高圧炉

心スプレイ系ディーゼル

発電機もある。 

・設備設計の相違 

【柏崎 6/7】 

 島根２号炉は，外部電

源喪失を想定する事故シ

ーケンスにおいて，非常

用ディーゼル発電機等に

加え，常設代替交流電源
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(c) 全交流動力電源喪失の発生又は重畳を想定する事故シー

ケンスについては，常設代替交流電源設備からの給電による

燃料消費量の評価を行う。この場合，燃料（軽油）の備蓄量

として，軽油タンク（約 1,020kL，2 基（6 号及び 7 号炉そ

れぞれ 1 基））と常設代替交流電源設備用燃料タンク（約

100kL）の合計容量約 2,140kL を考慮する。 

 

(d) 常設代替交流電源設備は，2 台で 6 号及び 7 号炉の事故

収束に必要な負荷への給電が可能であるが，保守的に 3 台

分の燃料消費量で評価を行う。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(e) 燃料消費量の計算においては，電源設備等が保守的に事象

発生直後から燃料を消費することを想定し算出する。 

 

 

 

 

 

 

 

(c) 全交流動力電源喪失の発生又は重畳を想定する事故シー

ケンスについては，常設代替交流電源設備からの給電によ

る燃料消費量の評価を行う。この場合，燃料（軽油）の備

蓄量として，軽油貯蔵タンク（約 800kL）の容量を考慮す

る。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(d) 可搬型代替注水中型ポンプ，可搬型代替注水大型ポンプ

又は可搬型窒素供給装置の使用を想定する事故シーケンス

グループ等については，可搬型代替注水中型ポンプ，可搬

型代替注水大型ポンプ又は可搬型窒素供給装置の燃料消費

量の評価を行う。 

この場合，燃料（軽油）の備蓄量として，可搬型設備用

軽油タンク（約 210kL）の容量を考慮する。 

(e) 緊急時対策所用発電機の使用を想定する事故シーケンス

グループ等については，緊急時対策所用発電機の燃料消費

量の評価を行う。 

この場合，燃料（軽油）の備蓄量として，緊急時対策所

用発電機燃料油貯蔵タンク（約 75kL）の容量を考慮する。 

 

 

(f) 燃料消費量の計算においては，電源設備等が保守的に事

象発生直後から燃料を消費することを想定し算出する。 

 

 

 

 

 

 

 

(c) 全交流動力電源喪失の発生又は重畳を想定する事故シ

ーケンスについては，常設代替交流電源設備からの給電

による燃料消費量の評価を行う。この場合，燃料（軽油）

の備蓄量として，ガスタービン発電機用軽油タンク（約

450m3）の容量を考慮する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(d) 緊急時対策所用発電機の使用を想定する事故シーケン

スグループ等については，緊急時対策所用発電機の燃料

消費量の評価を行う。 

この場合，燃料（軽油）の備蓄量として，緊急時対策

所用燃料地下タンク（約 45m3）の容量を考慮する。 

 

 

(e) 燃料消費量の計算においては，電源設備等が保守的に事

象発生直後から燃料を消費することを想定し算出する。 

 

 

設備により重大事故等対

策に必要な負荷へ電源供

給を実施する。 

・設備設計の相違 

【柏崎 6/7，東海第二】 

 

 

 

・設備設計の相違 

【柏崎 6/7】 

島根２号炉は，単独申

請のため。 

・設備設計の相違 

【柏崎 6/7】 

島根２号炉は，常設代

替交流電源設備が２台

（予備１台）あるが，同

時に運転を実施しないた

め，１台の燃料消費量を

評価している。 

・設備設計の相違 

【東海第二】 

 東海第二は，可搬型設

備専用の燃料タンクを有

していることから記載。 

 

 

・設備設計の相違 

【柏崎 6/7】 

 島根２号炉は，緊急時

対策所用発電機用の燃料

タンクを有している。 

・設備設計の相違 

【東海第二】 
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ｄ．電源 

(a) 全交流動力電源喪失の発生又は重畳を想定する事故シー

ケンスにおいては常設代替交流電源設備により，有効性評価

において考慮する設備に電源供給を行い，その最大負荷が常

設代替交流電源設備の連続定格容量（約 2,950kW）未満とな

ることを評価する。 

(b) 全交流動力電源喪失の発生又は重畳を想定しない事故シ

ーケンスにおいては，非常用ディーゼル発電機からの給電を

考慮し，また，外部電源喪失を想定しない事故シーケンスに

おいても，保守的に外部電源が喪失するものとして，非常用

ディーゼル発電機から給電するものとして評価する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(c) 各事故シーケンスにおける対策に必要な設備は，重要事故

シーケンス等の対策設備に包絡されるため，重要事故シーケ

ンス等を評価し成立性を確認することで，事故シーケンスグ

ループ等も包絡されることを確認する。 

ｄ．電 源 

(a) 全交流動力電源喪失の発生又は重畳を想定する事故シー

ケンスにおいては，常設代替交流電源設備により，有効性

評価で考慮する設備に電源供給を行い，その最大負荷が常

設代替交流電源設備 5 台の連続定格容量（約 5,520kW）未

満となることを評価する。 

(b) 全交流動力電源喪失の発生又は重畳を想定しない事故シ

ーケンスにおいては，非常用ディーゼル発電機等からの給

電を考慮し，また，外部電源喪失を想定しない事故シーケ

ンスにおいても，保守的に外部電源が喪失するものとして，

非常用ディーゼル発電機等から給電するものとして評価す

る。 

外部電源が喪失するものとした場合，常設代替交流電源

設備により，有効性評価で考慮する設備に電源供給を行う

事故シーケンスグループ等については，その最大負荷が，

常設代替交流電源設備 2 台の連続定格容量（約 2,208kW）

未満となることを評価する。 

 

 

 

 

 

(c) 各事故シーケンスにおける対策に必要な設備は，重要事

故シーケンス等の対策設備に包絡されるため，重要事故シ

ーケンス等を評価し成立性を確認することで，他の事故シ

ーケンスグループ等も包絡されることを確認する。 

（添付資料 6.3.2） 

 

ｄ．電源 

(a) 全交流動力電源喪失の発生又は重畳を想定する事故シ

ーケンスにおいては，常設代替交流電源設備により，有

効性評価において考慮する設備に電源供給を行い，その

最大負荷が常設代替交流電源設備の連続定格容量（約

4,800kW）未満となることを評価する。 

(b) 全交流動力電源喪失の発生又は重畳を想定しない事故

シーケンスにおいては，非常用ディーゼル発電機等から

の給電を考慮し，また，外部電源喪失を想定しない事故

シーケンスにおいても，保守的に外部電源が喪失するも

のとして，非常用ディーゼル発電機等から給電するもの

として評価する。 

外部電源が喪失するものとした場合，常設代替交流電

源設備により，有効性評価で考慮する設備に電源供給を

行う事故シーケンスグループ等については，その最大負

荷が，常設代替交流電源設備の連続定格容量（約 4,800kW）

未満となることを評価する。 

 

 

 

 

 

(c) 各事故シーケンスにおける対策に必要な設備は，重要

事故シーケンス等の対策設備に包絡されるため，重要事

故シーケンス等を評価し成立性を確認することで，他の

事故シーケンスグループ等も包絡されることを確認す

る。 

 

 

 

 

・設備設計の相違 

【柏崎 6/7，東海第二】 

 

・設備設計の相違 

【柏崎 6/7】 

島根２号炉は，高圧炉

心スプレイ系ディーゼル

発電機もある。 

・解析条件の相違 

【柏崎 6/7】 

 島根２号炉は，緊急用

母線に低圧原子炉代替注

水系（常設）が負荷とし

てあるため，非常用ディ

ーゼル発電機等が起動し

ている場合でも，常設代

替交流電源設備を起動す

る場合がある。 

6.2 重大事故等対策時に必要な要員の評価結果 

(1) 必要な要員の評価結果 

各事故シーケンスグループにおいて，6 号及び 7 号炉同時の

重大事故等対策時に必要な操作項目，必要な要員数及び移動時

間を含めた各操作の所要時間について確認した。 

6 号及び 7 号炉の両号炉において，原子炉運転中を想定する。

原子炉運転中に必要な要員数が最も多い事故シーケンスグルー

プ等は，「2.3.4 全交流動力電源喪失(外部電源喪失＋DG 喪

失)+SRV 再閉失敗」であり，事象発生後 10 時間に必要な要員

は 32名である。 

6.2 重大事故等対策時に必要な要員の評価結果 

(1) 必要な要員の評価結果 

各事故シーケンスグループ等において，重大事故等対策時

に必要な操作項目，必要な要員数及び移動時間を含めた各操

作の所要時間について確認した。 

原子炉運転中に必要な要員数が最も多い事故シーケンスグ

ループ等は，「2.3.1 全交流動力電源喪失（長期ＴＢ）」，「2.3.2 

全交流動力電源喪失（ＴＢＤ，ＴＢＵ）」，「2.3.3 全交流動力

電源喪失（ＴＢＰ）」及び「2.8津波浸水による最終ヒートシ

ンク喪失」であり，事象発生後 2 時間に必要な要員は 24 名

6.2 重大事故等対策時に必要な要員の評価結果 

(1) 必要な要員の評価結果 

各事故シーケンスグループにおいて，重大事故等対策時に

必要な操作項目，必要な要員数及び移動時間を含めた各操作

の所要時間について確認した。 

島根２号炉において，原子炉運転中を想定する。原子炉運

転中に必要な要員数が最も多い事故シーケンスグループ等

は，「2.3.1 全交流動力電源喪失（外部電源喪失＋ＤＧ失敗）

＋ＨＰＣＳ失敗」，「2.3.2 全交流動力電源喪失（外部電源喪

失＋ＤＧ失敗）＋高圧炉心冷却失敗」，「2.3.3 全交流動力電

 

 

 

 

 

 

 

・解析結果の相違 

【柏崎 6/7，東海第二】 
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必要な作業対応は，中央制御室の運転員 18名，発電所構内に常

駐している緊急時対策要員 44 名及び自衛消防隊 10 名の初動

体制の要員 72 名で対処可能である。これらの要員数を夜間及

び休日(平日の勤務時間帯以外)においても確保可能である。ま

た，事象発生 10 時間以降に追加で必要な要員数は 46 名であ

り，参集要員（106 名）により確保可能である。 

 

 

 

 

また，6 号及び 7 号炉の両号炉において，原子炉運転停止中

を想定する。原子炉運転停止中に必要な要員数が最も多い事故

シーケンスグループ等は，「5.2 全交流動力電源喪失」の事象で

あり，事象発生後 10 時間に必要な要員は 16 名である。必要な

作業対応は，中央制御室の運転員 10名，発電所構内に常駐して

いる緊急時対策要員 44 名及び自衛消防隊 10 名の初動体制の

要員 64 名で対処可能である。これらの要員数を夜間及び休日

(平日の勤務時間帯以外)においても確保可能である。なお，事

象発生 10 時間以降に追加で必要な要員数は 26 名であり，参集

要員（106 名）により確保可能である。 

 

 

また，使用済燃料プールに燃料が取り出されている期間にお

いて，必要な要員が最も多い事故シーケンスグループ等は，｢4.2 

想定事故 2｣であり，必要な要員は 22 名である。必要な作業対

応は，中央制御室の運転員 10 名，発電所構内に常駐している

緊急時対策要員 44 名及び自衛消防隊 10名の初動体制の要員 64 

である。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

必要な作業対応は，中央制御室の運転員 7 名及び発電所構内

に常駐している災害対策要員 32 名の初動体制の要員 39 名

で対処可能である。これらの要員数を夜間及び休日（平日の

勤務時間帯以外）においても確保可能である。また，事象発

生 2 時間以降に追加で必要な要員数は 6 名であり，参集要員

（72 名）により確保可能である。 

 

 

 

 

また，原子炉運転停止中に必要な要員数が最も多い事故シ

ーケンスグループ等は，「5.2 全交流動力電源喪失」の事象で

あり，必要な要員は 20 名である。必要な作業対応は，中央

制御室の運転員 5 名，発電所構内に常駐している災害対策要

員 32 名の初動体制の要員 37 名で対処可能である。これらの

要員数を夜間及び休日（平日の勤務時間帯以外）においても

確保可能である。 

 

 

 

 

 

また，使用済燃料プールに燃料が取り出されている期間に

おいて，必要な要員が最も多い事故シーケンスグループ等は，

「4.1 想定事故１」及び「4.2 想定事故２」であり，事象発

生 2 時間までに必要な要員は 17 名である。必要な作業対応

は，中央制御室の運転員 5 名，発電所構内に常駐している災

源喪失（外部電源喪失＋ＤＧ失敗）＋直流電源喪失」，「2.3.4 

全交流動力電源喪失（外部電源喪失＋ＤＧ失敗）＋ＳＲＶ再

閉失敗＋ＨＰＣＳ失敗」，「2.4.1 崩壊熱除去機能喪失（取水

機能が喪失した場合）」，「3.1.2 雰囲気圧力・温度による静

的負荷（格納容器過圧・過温破損）（残留熱代替除去系を使用

する場合）」，「3.1.3 雰囲気圧力・温度による静的負荷（格

納容器過圧・過温破損）（残留熱代替除去系を使用しない場

合）」，「3.2 高圧溶融物放出／格納容器雰囲気直接加熱」，

「3.3 原子炉圧力容器外の溶融燃料－冷却材相互作用」，

「3.4 水素燃焼」，「3.5 溶融炉心・コンクリート相互作用」

であり，必要な要員は31名である。 

必要な作業対応は，発電所構内に常駐している緊急時対策要

員の初動体制の要員45名で対処可能である。これらの要員数

を夜間及び休日（平日の勤務時間帯以外）においても確保可

能である。 

 

 

 

 

 

 

また，島根２号炉において，原子炉運転停止中を想定する。

原子炉運転停止中に必要な要員数が最も多い事故シーケンス

グループ等は，「5.2 全交流動力電源喪失」の事象であり，

必要な要員は29名である。必要な作業対応は，発電所構内に

常駐している緊急時対策要員の初動体制の要員43名で対処可

能である。これらの要員数を夜間及び休日（平日の勤務時間

帯以外）においても確保可能である。 

 

 

 

 

 

また，燃料プールに燃料が取り出されている期間において，

必要な要員が最も多い事故シーケンスグループ等は，「4.2 

想定事故２」であり，必要な要員は26名である。必要な作業

対応は，発電所構内に常駐している緊急時対策要員の初動体

制の要員43名で対処可能である。これらの要員数を夜間及び

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・体制の相違 

【柏崎 6/7，東海第二】 

 島根２号炉は，緊急時

対策要員に，消防チーム

を含めている。 

・運用の相違 

【柏崎 6/7，東海第二】 

島根２号炉は，要員の

参集に期待しない評価と

している。 

 

 

・体制の相違 

【柏崎 6/7，東海第二】 

 島根２号炉は，緊急時

対策要員に，消防チーム

を含めている。 

・運用の相違 

【柏崎 6/7】 

島根２号炉は，要員の

参集に期待しない評価と

している。 

 

・評価結果の相違 

【柏崎 6/7】 

・体制の相違 

【柏崎 6/7，東海第二】 
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名で対処可能である。これらの要員数を夜間及び休日(平日の勤

務時間帯以外)においても確保可能である。 

 

 

 

 

 

 

なお，各事故シーケンスグループにおいては 6 号及び 7 号炉

が共に原子炉運転中，又は原子炉運転停止中を想定しているが，

片号炉において原子炉運転中，もう片号炉において原子炉運転

停止中の場合を想定した場合について示す。片号炉で原子炉運

転中の必要な要員数が最も多い「2.3.4 全交流動力電源喪失(外

部電源喪失＋DG 喪失)+SRV 再閉失敗」を，もう他号炉で原子炉

運転停止中の必要な要員数が最も多い｢4.2 想定事故 2｣を想定

すると，事象発生後 10 時間に必要な要員は 27 名である。必要

な作業対応は，中央制御室の運転員 13 名，発電所構内に常駐

している緊急時対策要員 44 名及び自衛消防隊 10 名の初動体

制の要員 67 名で対処可能である。これらの要員数を夜間及び

休日(平日の勤務時間帯以外)においても確保可能である。また，

事象発生 10 時間以降に追加で必要な要員数は 23 名であり，参

集要員（106 名）により確保可能である。 

（添付資料 6.1.1，6.2.1，6.2.2） 

 

害対策要員 32 名の初動体制の要員 37 名で対処可能である。

これらの要員数を夜間及び休日（平日の勤務時間帯以外）に

おいても確保可能である。また，事象発生 2 時間以降に追加

で必要な要員数は 2 名であり，参集要員（72 名）により確

保可能である。 

（添付資料 6.1.1，6.2.1，6.2.2） 

休日（平日の勤務時間帯以外）においても確保可能である。 

（添付資料6.1.1，6.2.1，6.2.2） 

 島根２号炉は，緊急時

対策要員に，消防チーム

を含めている。 

・運用の相違 

【東海第二】 

島根２号炉は，要員の

参集に期待しない評価と

している。 

・記載方針の相違 

【柏崎 6/7】 

 島根２号炉は，単独申

請のため記載していな

い。 

 

6.3 重大事故等対策時に必要な水源，燃料及び電源の評価結果 

事象発生後 7 日間は，外部からの支援がない場合においても，

必要量以上の水源，燃料及び電源の供給が可能である。 

(1) 水源の評価結果 

ａ．原子炉及び原子炉格納容器への注水 

原子炉及び原子炉格納容器への注水における水源評価におい

て，最も厳しくなる事故シーケンスグループ等は，「3.1.3 代替

循環冷却系を使用しない場合」である。 

 

低圧代替注水系（常設）による原子炉注水及び代替格納容器

スプレイ冷却系による代替格納容器スプレイにおいて，6 号及

び 7 号炉それぞれで約 7,400m3 の水が必要であり，6 号及び 7 

号炉の同時被災を考慮すると合計約 14,800m3 の水が必要とな

る。 

6.3 重大事故等対策時に必要な水源，燃料及び電源の評価結果 

事象発生後 7 日間は，外部からの支援がない場合においても，

必要量以上の水源，燃料及び電源の供給が可能である。 

(1) 水源の評価結果 

ａ．原子炉及び格納容器への注水 

原子炉及び格納容器への注水における水源評価において，

最も厳しくなる事故シーケンスグループ等は，「3.1.3 代替循

環冷却系を使用できない場合」である。 

 

低圧代替注水系（常設）による原子炉注水及び代替格納容

器スプレイ冷却系（常設）による代替格納容器スプレイにお

いて，合計約 5,490m３の水が必要となる。 

 

 

6.3 重大事故等対策時に必要な水源，燃料及び電源の評価結果 

事象発生後７日間は，外部からの支援がない場合においても，

必要量以上の水源，燃料及び電源の供給が可能である。 

(1) 水源の評価結果 

ａ．原子炉及び原子炉格納容器への注水 

原子炉及び原子炉格納容器への注水における水源評価に

おいて，最も厳しくなる事故シーケンスグループ等は「2.1 

高圧・低圧注水機能喪失」及び「2.4.2 崩壊熱除去機能喪

失（残留熱除去系が故障した場合）」である。 

低圧原子炉代替注水系（常設）による原子炉注水及び格

納容器代替スプレイ系（可搬型）による格納容器スプレイ

については，約3,600m3の水が必要となる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

・解析結果の相違 

【柏崎 6/7，東海第二】 

 

・水量評価結果の相違 

【柏崎 6/7，東海第二】 
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水源として，各号炉の復水貯蔵槽に約 1,700m3 及び淡水貯水

池に約 18,000m3 の水を保有しており，事象発生 12 時間以降に

淡水貯水池から復水貯蔵槽へ水の移送を行うことで，復水貯蔵

槽を枯渇させることなく，復水貯蔵槽を水源とした 7 日間の注

水継続が可能である。 

 

 

 

 

 

ｂ．使用済燃料プールへの注水 

使用済燃料プールへの注水における水源評価において，最も

厳しくなる事故シーケンスグループ等は，「4.2 想定事故 2」で

ある。 

可搬型代替注水ポンプ（A-2 級）による使用済燃料プール注

水において，6 号及び 7 号炉のそれぞれで約 3,300m3の水が必

要であり，6 号及び 7 号炉の同時被災を考慮すると合計約

6,600m3 の水が必要となる。 

水源として，淡水貯水池に約 18,000m3 の水を保有しており，

水源を枯渇させることなく 7 日間の注水継続が可能である。 

 

（添付資料 6.3.1） 

 

(2) 燃料の評価結果 

ａ．全交流動力電源喪失の発生又は重畳を考慮しない場合 

全交流動力電源喪失の発生又は重畳を考慮しない場合の燃料

評価において，最も燃料の消費量が厳しくなる事故シーケンス

グループ等は，「3.2 高圧溶融物放出／格納容器雰囲気直接加

熱」，「3.3 原子炉圧力容器外の溶融燃料－冷却材相互作用」，

「3.5 溶融炉心・コンクリート相互作用」である。 

非常用ディーゼル発電機による電源供給については，保守的

に事象発生直後から最大負荷で 6 台（6 号及び 7 号炉それぞれ

3 台）の運転を想定すると，7 日間の運転継続に約 1,506kL（号

炉あたり約 753kL）の軽油が必要となる。復水貯蔵槽給水用可

搬型代替注水ポンプ（A-2 級）又は使用済燃料プール注水用可

搬型代替注水ポンプ（A-2 級）については，保守的に事象発生

直後から 8 台（6 号及び 7 号炉それぞれ 4 台）の運転を想定

すると，7 日間の運転継続に約 30kL（号炉あたり約 15kL）の軽

水源として，代替淡水貯槽に約 4,300m３及び西側淡水貯水

設備に約 4,300m３の水を保有しており，事象発生 43 時間以降

に西側淡水貯水設備から代替淡水貯槽へ水の移送を行うこと

で，代替淡水貯槽を枯渇させることなく，代替淡水貯槽を水

源とした 7 日間の注水継続が可能である。 

 

 

 

 

 

ｂ．使用済燃料プールへの注水 

使用済燃料プールへの注水における水源評価において，最

も厳しくなる事故シーケンスグループ等は，「4.1 想定事故

１」及び「4.2 想定事故２」である。 

可搬型代替注水中型ポンプによる使用済燃料プール注水に

おいて，約 2,120m３の水が必要となる。 

 

 

水源として，西側淡水貯水設備に約 4,300m３の水を保有し

ており，水源を枯渇させることなく 7 日間の注水継続が可能

である。 

（添付資料 6.3.1） 

 

(2) 燃料の評価結果 

ａ．全交流動力電源喪失の発生又は重畳を考慮しない場合 

全交流動力電源喪失の発生又は重畳を考慮しない場合の燃

料評価において，最も燃料の消費量が厳しくなる事故シーケ

ンスグループ等は，「4.1想定事故１」及び「4.2 想定事故２」

である。 

 

非常用ディーゼル発電機等及び常設代替交流電源設備（常

設代替高圧電源装置 2 台）による電源供給については，保守

的に事象発生直後から最大負荷でこれらの運転を想定する

と，7 日間の運転継続に約 755.5kL の軽油が必要となる。可

搬型代替注水中型ポンプ（2 台）による代替燃料プール注水

系による使用済燃料プールへの注水については，保守的に事

象発生直後からの可搬型代替注水中型ポンプ（2 台）の運転

を想定すると，7 日間の運転継続に約 12.0kL の軽油が必要

水源として，低圧原子炉代替注水槽に約740m3及び輪谷貯

水槽（西１／西２）に約7,000m3の水を保有しており，低圧

原子炉代替注水槽及び輪谷貯水槽（西１／西２）を水源と

した７日間の注水継続が可能である。 

 

 

 

 

 

 

ｂ．燃料プールへの注水 

燃料プールへの注水における水源評価において，最も厳

しくなる事故シーケンスグループ等は，「4.1 想定事故１」

及び「4.2 想定事故２」である。 

大量送水車による燃料プール注水において，約2,100m3の

水が必要となる。 

 

 

水源として，輪谷貯水槽（西１／西２）に約7,000m3の水

を保有しており，輪谷貯水槽（西１／西２）を水源とした

７日間の注水継続が可能である。 

（添付資料6.3.1） 

 

(2) 燃料の評価結果 

ａ．全交流動力電源喪失の発生又は重畳を考慮しない場合 

全交流動力電源喪失の発生又は重畳を考慮しない場合の

燃料評価において，最も燃料の消費量が厳しくなる事故シ

ーケンスグループ等は，「2.1 高圧・低圧注水機能喪失」，

「2.4.2 崩壊熱除去機能喪失（残留熱除去系が故障した場

合）」，「2.6 ＬＯＣＡ時注水機能喪失」である。 

非常用ディーゼル発電機等による電源供給については，

保守的に事象発生直後からの運転を想定すると７日間の運

転継続に約700m3の軽油が必要となる。常設代替交流電源設

備による電源供給については，保守的に事象発生直後から

の運転を想定すると，７日の運転継続に約352m3の軽油が必

要となる。大量送水車による低圧原子炉代替注水槽への給

水については，保守的に事象発生直後からの大量送水車の

運転を想定すると，７日間の運転継続に約11m3の軽油が必

・設備設計の相違 

設備設計の相違に伴う

水量の相違。 

【柏崎 6/7，東海第二】 

・運用の相違 

【柏崎 6/7，東海第二】 

 島根２号炉は，事象発

生後から必要な可搬型設

備を準備し，使用するこ

とを想定。 

 

 

・評価結果の相違 

【柏崎 6/7】 

・水量評価結果の相違 

【柏崎 6/7，東海第二】 

 

 

・設備設計の相違 

【柏崎 6/7，東海第二】 

設備設計の相違に伴う

水量の相違。 

 

 

 

 

 

・解析結果の相違 

【柏崎 6/7，東海第二】 

 

・設備設計の相違 

【柏崎 6/7】 

 島根２号炉は，高圧炉

心スプレイ系ディーゼル

発電機もある。 

 

・燃料評価結果の相違 

【柏崎 6/7，東海第二】 
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油が必要となる。代替原子炉補機冷却系専用の電源車について

は，保守的に事象発生直後から 4 台（6 号及び 7 号炉それぞれ

2 台）の運転を想定すると，7 日間の運転継続に約 74kL（号炉

あたり約 37kL）の軽油が必要となる。代替原子炉補機冷却系用

の大容量送水車（熱交換器ユニット用）については，保守的に

事象発生直後からの大容量送水車（熱交換器ユニット用）の運

転を想定すると，７日間の運転継続に約 22kL（号炉あたり約

11kL）の軽油が必要となる。 

7 日間の運転継続に必要な軽油は，これらを合計して 6 号及

び 7 号炉それぞれで約 816kL となり，同時被災を考慮すると合

計約 1,632kL の軽油が必要となる。 

さらに，5 号炉原子炉建屋内緊急時対策所用可搬型電源設備

及びモニタリング・ポスト用発電機による電源供給については，

事象発生直後から 7 日間の運転継続に約 13kL の軽油が必要と

なる。 

 

 

 

 

 

 

 

よって，6 号及び 7 号炉の事故対応に必要な軽油は，合計約

1,645kLとなる。 

6 号及び 7 号炉のそれぞれの軽油タンクにて備蓄している軽

油量の合計は約 2,040kL（号炉あたり約 1,020kL）であり，必要

量の軽油を供給可能である。 

 

ｂ．全交流動力電源喪失の発生又は重畳を考慮した場合 

全交流動力電源喪失の発生又は重畳を考慮した場合の燃料評

価において，最も燃料の消費量が厳しくなる事故シーケンスグ

ループ等は，「2.3.4 全交流動力電源喪失（外部電源喪失＋DG 喪

失）＋SRV 再閉失敗」である。 

 

 

 

 

常設代替交流電源設備による電源供給については，保守的に

となる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

さらに，緊急時対策所用発電機による電源供給については，

事象発生直後から 7 日間の運転継続に約 70.0kL の軽油が必

要となる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

よって，事故対応に必要な軽油は，軽油貯蔵タンクにて約

800kL，可搬型設備用軽油タンクにて約 210kL，緊急時対策所

用発電機燃料油貯蔵タンクにて約 75kL を備蓄しているため，

必要量の軽油を供給可能である。 

 

 

ｂ．全交流動力電源喪失の発生又は重畳を考慮した場合 

全交流動力電源喪失の発生又は重畳を考慮した場合の燃料

評価において，最も燃料の消費量が厳しくなる事故シーケン

スグループ等は，「3.1.2 代替循環冷却系を使用する場合」，

「3.2 高圧溶融物放出／格納容器雰囲気直接加熱」，「3.3 原

子炉圧力容器外の溶融燃料－冷却材相互作用」，「3.4 水素燃

焼」及び「3.5 溶融炉心・コンクリート相互作用」である。 

 

 

常設代替交流電源設備（常設代替高圧電源装置 5 台）によ

要となる。 

 

 

 

 

 

 

 

７日間の運転継続に必要な軽油は，これらを合計して約

1,063m3の軽油が必要となる。 

 

さらに，緊急時対策所用発電機による電源供給について

は，事象発生直後からの運転を想定すると，７日間の運転

継続に約８m3の軽油が必要となる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

よって，事故対応に必要な軽油は，非常用ディーゼル発

電機燃料貯蔵タンク等にて約730m3，ガスタービン発電機用

軽油タンクにて約450m3，緊急時対策所用燃料地下タンクに

て約45m3を備蓄しているため，必要量の軽油を供給可能で

ある。 

 

ｂ．全交流動力電源喪失の発生又は重畳を考慮した場合 

全交流動力電源喪失の発生又は重畳を考慮した場合の燃

料評価において，最も燃料の消費量が厳しくなる事故シー

ケンスグループ等は，「3.1.2 雰囲気圧力・温度による静

的負荷（格納容器過圧・過温破損）（残留熱代替除去系を使

用する場合）」，「3.2 高圧溶融物放出／格納容器雰囲気直

接加熱」，「3.3 原子炉圧力容器外の溶融燃料－冷却材相互

作用」，「3.4 水素燃焼」，「3.5 溶融炉心・コンクリート

相互作用」である。 

常設代替交流電源設備による電源供給については，保守

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

・設備設計の相違 

【柏崎 6/7】 

島根２号炉は，緊急時

対策所用発電機は専用の

燃料タンクを有してい

る。また，モニタリング

ポストは非常用交流電源

設備又は常設代替交流電

源設備による電源供給が

可能である。 

・設備設計の相違 

【柏崎 6/7，東海第二】 

設備設計の相違に伴う

備蓄量の相違。 

 

 

 

 

 

・解析結果の相違 

【柏崎 6/7，東海第二】 
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事象発生直後から 3 台の運転を想定すると，7 日間の運転継続

に 6 号及び 7 号炉において合計約 504kLの軽油が必要となる。

可搬型代替注水ポンプ（A-2 級）による原子炉注水及び格納容

器スプレイについては，保守的に事象発生直後から 8 台（6 号

及び 7 号炉それぞれ 4 台）の運転を想定すると，7 日間の運転

継続に約 42kL（号炉あたり約 21kL）の軽油が必要となる。また，

代替原子炉補機冷却系専用の電源車については，保守的に事象

発生直後から 4 台（6 号及び 7 号炉それぞれ 2 台）の運転を

想定すると，7 日間の運転継続に約 74kL（号炉あたり約 37kL）

の軽油が必要となる。代替原子炉補機冷却系用の大容量送水車

（熱交換器ユニット用）については，保守的に事象発生直後か

らの大容量送水車（熱交換器ユニット用）の運転を想定すると，

７日間の運転継続に約 22kL（号炉あたり約 11kL）の軽油が必要

となる。 

7 日間の運転継続に必要な軽油は，これらを合計して 6 号及

び 7 号炉において約 642kLとなる。 

さらに，5 号炉原子炉建屋内緊急時対策所用可搬型電源設備

による電源供給及びモニタリング・ポスト用発電機については，

事象発生直後から 7 日間の運転継続に約 13kL の軽油が必要と

なる。 

 

 

 

 

 

 

よって，6 号及び 7 号炉の事故対応に必要な軽油は，合計約

655kL となる。 

6 号及び 7 号炉それぞれの軽油タンク並びに常設代替交流電

源設備用燃料タンクにて備蓄している軽油量の合計は約

2,140kL であり，必要量の軽油を供給可能である。 

（添付資料 6.3.1） 

 

(3) 電源の評価結果 

全交流動力電源喪失の発生又は重畳を考慮する場合に評価

上，最も負荷が厳しくなる事故シーケンスグループ等は，「2.4.1 

取水機能が喪失した場合」である。常設代替交流電源設備の電

源負荷については，重大事故等対策時に必要な負荷として，6 号

る電源供給については，保守的に事象発生直後からの運転を

想定すると，7 日間の運転継続に約 352.8kL の軽油が必要と

なる。可搬型窒素供給装置による格納容器内への窒素注入に

ついては，保守的に事象発生直後からの可搬型窒素供給装置

の運転を想定すると，7 日間の運転継続に約 18.5kL の軽油

が必要となる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

さらに，緊急時対策所用発電機による電源供給については，

事象発生直後から 7 日間の運転継続に約 70.0kL の軽油が必

要となる。 

 

 

 

 

 

 

 

よって，事故対応に必要な軽油は，軽油貯蔵タンクにて約

800kL，可搬型設備用軽油タンクにて約 210kL，緊急時対策所

用発電機燃料油貯蔵タンクにて約 75kL を備蓄しているため，

必要量の軽油を供給可能である。 

 

（添付資料 6.3.1） 

 

(3) 電源の評価結果 

全交流動力電源喪失の発生又は重畳を考慮する場合に評価

上，最も負荷が厳しくなる事故シーケンスグループ等は，「2.3.1 

全交流動力電源喪失（長期ＴＢ）」，「2.3.2 全交流動力電源喪失

（ＴＢＤ，ＴＢＵ）」及び「2.3.3全交流動力電源喪失（ＴＢＰ）」

的に事象発生直後からの運転を想定すると，７日間の運転

継続に約352m3の軽油が必要となる。大量送水車による低圧

原子炉代替注水槽への補給又はペデスタル代替注水系（可

搬型）によるペデスタル注水については，保守的に事象発

生直後からの運転を想定すると，７日間の運転継続に約

11m3の軽油が必要となる。原子炉補機代替冷却系の大型送

水ポンプ車については，保守的に事象発生直後からの大型

送水ポンプ車の運転を想定すると，７日間の運転継続に約

53m3の軽油が必要となる。可搬式窒素供給装置による格納

容器への窒素供給については，保守的に事象発生直後から

の可搬式窒素供給装置の運転を想定すると，７日間の運転

継続に約７m3の軽油が必要となる。 

 

 

７日間の運転継続に必要な軽油は，これらを合計して約

423m3の軽油が必要となる。 

さらに，緊急時対策所用発電機による電源供給について

は，事象発生直後からの運転を想定すると，７日間の運転

継続に約８m3の軽油が必要となる。 

 

 

 

 

 

 

 

よって，事故対応に必要な軽油は，非常用ディーゼル発

電機燃料貯蔵タンク等にて約730m3，ガスタービン発電機用

軽油タンクにて約450m3，緊急時対策所用燃料地下タンクに

て約45m3を備蓄しているため，必要量の軽油を供給可能で

ある。 

（添付資料6.3.1） 

 

(3) 電源の評価結果 

全交流動力電源喪失の発生又は重畳を考慮する場合に評価

上，最も負荷が厳しくなる事故シーケンスグループ等は，

「2.3.1 全交流動力電源喪失（外部電源喪失＋ＤＧ失敗）＋

ＨＰＣＳ失敗」，「2.3.2 全交流動力電源喪失（外部電源喪

 

・燃料評価結果の相違 

【柏崎 6/7，東海第二】 

評価結果の相違に伴う

必要量の相違。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・設備設計の相違 

【柏崎 6/7】 

島根２号炉は，緊急時

対策所用発電機は専用の

燃料タンクを有してい

る。また，モニタリング

ポストは非常用交流電源

設備又は常設代替交流電

源設備による電源供給が

可能である。 

・設備設計の相違 

【柏崎 6/7，東海第二】 

設備設計の相違に伴う

備蓄量の相違。 

 

 

 

 

 

 

・解析結果の相違 

【柏崎 6/7，東海第二】 
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炉で約 1,649kW，7 号炉で約 1,615kW が必要となるが，常設代

替交流電源設備の 1台あたりの連続定格容量である 2,950kW 未

満であることから，必要負荷に対しての電源供給が可能である。 

 

 

 

 

 

なお，全交流動力電源喪失の発生又は重畳を考慮しない場合

は，非常用ディーゼル発電機による電源供給を想定しているが，

6 号及び 7 号炉において重大事故等対策に必要な負荷は，各号

炉の非常用ディーゼル発電機負荷に含まれていることから，非

常用ディーゼル発電機による電源供給が可能である。 

また，直流電源については外部電源喪失時においても，非常

用ディーゼル発電機又は常設代替交流電源設備により交流電源

を充電器盤に供給することで継続的な直流電源の供給が可能で

ある。なお，事故シーケンスグループ「2.3 全交流動力電源喪

失」においては，交流電源が事象発生後 24 時間復旧しない場

合を想定しており，この場合でも直流電源負荷の制限及び常設

代替直流電源設備への切替えの実施により，事象発生後 24 時

間の連続した直流電源の供給が可能である。 

 

 

（添付資料 6.3.1） 

である。常設代替交流電源設備（常設代替高圧電源装置 5 台）

の電源負荷については，重大事故等対策時に必要な負荷として，

約 4,510kW が必要となるが，常設代替交流電源設備（常設代替

高圧電源装置 5 台）の連続定格容量である 5,520kW 未満である

ことから，必要負荷に対しての電源供給が可能である。 

 

 

 

なお，全交流動力電源喪失の発生又は重畳を考慮しない場合

は，非常用ディーゼル発電機等による電源供給を想定している

が，重大事故等対策に必要な負荷は，非常用ディーゼル発電機

等の負荷に含まれていることから，非常用ディーゼル発電機等

による電源供給が可能である。 

また，直流電源については外部電源喪失時においても，非常

用ディーゼル発電機等又は常設代替交流電源設備により交流電

源を充電器盤に供給することで継続的な直流電源の供給が可能

である。なお，事故シーケンスグループ「2.3.1 全交流動力電

源喪失（長期ＴＢ）」，「2.3.2 全交流動力電源喪失（ＴＢＤ,Ｔ

ＢＵ）」，「2.3.3 全交流動力電源喪失（ＴＢＰ）」及び「2.8 津

波浸水による最終ヒートシンク喪失」においては，交流電源が

24時間復旧しない場合を想定しており，この場合でも直流電源

負荷の制限により，事象発生後 24 時間の連続した直流電源の

供給が可能である。 

（添付資料 6.3.1） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

失＋ＤＧ失敗）＋高圧炉心冷却失敗」，「2.3.3 全交流動力電

源喪失（外部電源喪失＋ＤＧ失敗）＋直流電源喪失」，「2.3.4 

全交流動力電源喪失（外部電源喪失＋ＤＧ失敗）＋ＳＲＶ再

閉失敗＋ＨＰＣＳ失敗」である。常設代替交流電源設備の電

源負荷については，重大事故等対策時に必要な負荷として，

約4,268kWが必要となるが，常設代替交流電源設備の連続定格

容量である4,800kW未満であることから，必要負荷に対しての

電源供給が可能である。 

なお，全交流動力電源喪失の発生又は重畳を考慮しない場

合は，非常用ディーゼル発電機等による電源供給を想定して

いるが，重大事故等対策に必要な負荷は，非常用ディーゼル

発電機等の負荷に含まれることから，非常用ディーゼル発電

機等による電源供給が可能である。 

また，直流電源については外部電源喪失時においても，非

常用ディーゼル発電機等又は常設代替交流電源設備により交

流電源を充電器盤に供給することで継続的な直流電源の供給

が可能である。なお，事故シーケンスグループ「2.3 全交流

動力電源喪失」においては，交流電源が事象発生後24時間復

旧しない場合を想定しており，この場合でも直流電源負荷の

切り離し及び所内常設蓄電式直流電源設備への切替えの実施

により，事象発生後24時間の連続した直流電源の供給が可能

である。 

 

（添付資料 6.3.1） 

 

・電源設備容量の相違 

【柏崎 6/7，東海第二】 

・設備設計の相違 

【柏崎 6/7，東海第二】 

設備設計の相違に伴う

定格容量の相違。 

 

 

・設備設計の相違 

【柏崎 6/7】 

島根２号炉は，高圧炉

心スプレイ系ディーゼル

発電機もある。 

 

 

 

 

・ＰＲＡ結果の相違 

【東海第二】 

島根２号炉は，津波特

有の事故シーケンス「直

接炉心損傷に至る事象」

を有効性評価の対象とな

る事故シーケンスグルー

プとして選定していな

い。 

・設備設計の相違 

【東海第二】 

島根２号炉は，所内常

設蓄電式直流電源設備へ

の切替えにより，事象発

生後 24 時間の連続供給

が可能な設計としてい

る。 
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まとめ資料比較表 〔有効性評価 添付資料 6.1.1〕 

柏崎刈羽原子力発電所 ６／７号炉 （2017.12.20版） 東海第二発電所 （2018.9.12版） 島根原子力発電所 ２号炉  備考 

添付資料 6.1.1 

 

他号炉との同時被災時における必要な要員及び資源について 

 

柏崎刈羽原子力発電所6 号及び7 号炉運転中に重大事故等が発

生した場合，他号炉，6 号及び 7 号炉の使用済燃料プールについ

ても重大事故等が発生すると想定し，それらの対応を含めた同時

被災時に必要な要員及び資源について整理する。 

現在，1～5 号炉は停止状態にあり，各号炉に保有する燃料から

の崩壊熱の継続的な除去が必要である。そのため，他号炉を含め

た同時被災が発生すると，他号炉への対応が必要となり，6 号及

び 7 号炉への対応に必要な要員及び資源の十分性に影響を与える

おそれがある。また，必要な要員及び資源が十分であっても，同

時被災による他号炉の状態により，6 号及び 7 号炉への対応が阻

害されるおそれもある。 

 

 

 

以上を踏まえ，他号炉を含めた同時被災時に必要な要員及び資

源の十分性を確認するとともに，6 号及び 7 号炉の重大事故等時

対応への影響の成立性を確認する。 

また, 6 号及び 7 号炉の使用済燃料プールを含めた事故対応に

おいても当該号炉の資源が十分であることを併せて確認する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1．同時被災時に必要な要員及び資源の十分性 

(1)想定する重大事故等 

福島第一原子力発電所の事故及び共通要因による複数炉の重大

事故等の発生の可能性を考慮し，柏崎刈羽原子力発電所 1～7 号炉

について，全交流動力電源喪失及び使用済燃料プールでのスロッ

添付資料 6.1.1 

 

同時被災時における必要な要員及び資源について 

 

東海第二発電所の原子炉運転中に重大事故等が発生した場合，

使用済燃料プールについても重大事故等が発生すると想定し，そ

れらの対応を含めて必要な要員，資源について整理する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

なお，使用済燃料乾式貯蔵設備の原子炉等との重大事故等同時

被災を想定しても，使用済燃料乾式貯蔵容器への対応を要する状

態にはならないため，原子炉及び使用済燃料プールの重大事故等

の対応に必要となる要員及び資源を使用することはない。 

また，東海第二発電所と同一敷地内に設置している東海発電所

（廃止措置中，核燃料搬出済み。）等の他事業所の同時被災を想

定しても，東海第二発電所の重大事故等の対応に必要となる要員

及び資源を使用することはない。 

 

1. 同時被災時に必要な要員及び資源の十分性 

(1) 想定する重大事故等 

 

 

 

添付資料 6.1.1 

 

他号炉との同時被災時における必要な要員及び資源について 

 

島根原子力発電所２号炉（以下「２号炉」という。）運転中に

重大事故等が発生した場合，他号炉及び２号炉の燃料プールにつ

いても重大事故等が発生すると想定し，それらの対応を含めた同

時被災時に必要な要員及び資源について整理する。 

なお，島根原子力発電所１号炉（以下「１号炉」という。）は，

廃止措置中であり，保有する燃料からの崩壊熱の継続的な除去が

必要となる。 

また，島根原子力発電所３号炉（以下「３号炉」という。）に

ついては，初装荷燃料装荷前のため，燃料からの崩壊熱除去が不

要である。そのため，他号炉を含めた同時被災が発生すると，他

号炉への対応が必要となり，２号炉への対応に必要な要員及び資

源の十分性に影響を与えるおそれがある。また，必要な要員及び

資源が十分であっても，同時被災による他号炉の状態により，２

号炉への対応が阻害されるおそれもある。 

以上を踏まえ，他号炉を含めた同時被災時に必要な要員及び資

源の十分性を確認するとともに，他号炉における高線量場の発生

を前提として２号炉重大事故等対応の成立性を確認する。 

また, ２号炉の燃料プールを含めた事故対応においても当該

号炉の要員及び資源が十分であることを併せて確認する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１．同時被災時に必要な要員及び資源の十分性 

(1) 想定する重大事故等 

東京電力福島第一原子力発電所の事故及び共通要因によ

る複数炉の重大事故等の発生の可能性を考慮し，１，２号炉

について，全交流動力電源喪失及び燃料プールでのスロッシ

 

 

 

 

 

 

・設備の相違 

【柏崎 6/7，東海第二】 

島根 1 号炉は，平成

29年4月19日に廃止措

置計画認可。 

・設備の相違 

【柏崎 6/7，東海第二】 

島根３号炉は，初装

荷燃料装荷前。 

 

 

 

 

 

 

 

 

・設備の相違 

【東海第二】 

島根１，２号炉は，

当該設備はなく燃料プ

ールへ燃料を貯蔵。 

 

 

 

 

 

 

・評価条件の相違 

【東海第二】 

 島根２号炉は，１号
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シングの発生を想定する。なお，1～5 号炉の使用済燃料プールに

おいて，全保有水喪失を想定した場合は自然対流による空気冷却

での使用済燃料の冷却維持が可能と考えられるため※1，必要な要

員及び資源を検討する本事象では，使用済燃料プールへの注水実

施が必要となるスロッシングの発生を想定した。 

 

また，不測の事態を想定し，1～5 号炉のうち，いずれか 1 つの

号炉において事象発生直後に内部火災が発生していることを想定

する。なお，水源評価に際しては 1～5 号炉における消火活動によ

る水の消費を考慮する。 

6 号及び 7 号炉について，有効性評価の各シナリオのうち，必

要な要員及び資源（水源，燃料及び電源）ごとに最も厳しいシナ

リオを想定する。 

 

 

表 1 に想定する各号炉の状態を示す。上記に対して，7 日間の

対応に必要な要員，必要な資源，6 号及び 7 号炉の対応への影響

を確認する。 

 

 

 

 

 

 

※1 技術的能力 添付資料 1.0.16 「重大事故等時における停止号

炉の影響について」参照 

 

(2)必要となる対応操作，必要な要員及び資源の整理 

「(1) 想定する重大事故等」にて必要となる対応操作，必要な

要員及び 7 日間の対応に必要となる資源について，表 2 及び図 1 

のとおり整理する。 

 

(3)評価結果 

1～5 号炉にて「(1)想定する重大事故等」が発生した場合の必

要な要員及び必要な資源についての評価結果を以下に示す。 

 

(a)必要な要員の評価 

重大事故等発生時に必要な 1～5 号炉の対応操作,6 号及

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

使用済燃料プールに係る重大事故等を除く有効性評価の

各シナリオのうち，必要な要員及び資源（水源，燃料及び電

源）毎に最も厳しいシナリオを想定する。 

使用済燃料プールについてはスロッシングの発生を想定

する。 

第 1 表に想定する状態を示す。上記に対して，7 日間の対

応に必要な要員，必要な資源への影響を確認する。 

 

なお，火災対応に係る要員及び資源は重大事故等対応に必

要な要員及び資源と重複利用することがないため，ここで

は，火災対応に係る要員及び資源の評価は行わない。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(2) 評価結果 

 

 

 

ａ．必要な要員の評価 

 

ングの発生を想定する。なお，１号炉の燃料プールにおいて，

全保有水喪失を想定した場合は自然対流による空気冷却で

の使用済燃料の冷却維持が可能と考えられるため※１，必要な

要員及び資源を検討する本事象では，燃料プールへの注水実

施が必要となるスロッシングの発生を想定した。 

また，不測の事態を想定し，１号炉において事象発生直後

に内部火災が発生していることを想定する。なお，水源評価

に際しては１号炉における消火活動による水の消費を考慮

する。 

 

２号炉について，有効性評価の各シナリオのうち，必要な

要員及び資源（水源，燃料及び電源）ごとに最も厳しいシナ

リオを想定する。 

 

 

第１表に想定する各号炉の状態を示す。上記に対して，７

日間の対応に必要な要員，必要な資源，２号炉の対応への影

響を確認する。 

 

 

 

 

 

 

※１ 技術的能力 添付資料1.0.16 「重大事故等時におけ

る停止号炉の影響について」参照 

 

(2) 必要となる対応操作，必要な要員及び資源の整理 

「(1) 想定する重大事故等」にて必要となる対応操作，必

要な要員及び７日間の対応に必要となる資源について，第２

表及び第１図のとおり整理する。 

 

(3) 評価結果 

１号炉にて「(1) 想定する重大事故等」が発生した場合の

必要な要員及び必要な資源についての評価結果を以下に示

す。 

ａ．必要な要員の評価 

重大事故等発生時に必要な１号炉の対応操作及び２号

炉の燃料プールで全保

有水が喪失した場合の

評価を実施。 

 

 

 

・設備の相違 

【柏崎 6/7】 

プラント基数の相

違。 

・設備の相違 

【東海第二】 

島根２号炉は，１，

２号炉の同時被災を想

定。 

 

 

 

・評価条件の相違 

【東海第二】 

島根２号炉は，１号

炉において事象発生直

後に内部火災が発生し

ていることを想定。 

・記載方針の相違 

【東海第二】 

 

・記載方針の相違 

【東海第二】 
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び 7 号炉の使用済燃料プールの対応操作については，各号

炉の中央制御室に常駐している運転員，自衛消防隊，緊急

時対策要員，10 時間以降の発電所外からの参集要員にて対

応可能である。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(b)必要な資源の評価 

a.水源 

6 号及び 7 号炉において，水源の使用量が最も多い「雰

囲気圧力・温度による静的負荷（格納容器過圧・過温破損） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

使用済燃料プールにおける重大事故等発生時は，注水及

び除熱が必要である。注水については，常設低圧代替注水

系ポンプ，可搬型代替注水中型ポンプ等の操作が必要とな

る。除熱については，使用済燃料プールから発生する水蒸

気が原子炉建屋原子炉棟内の他の重大事故等対処設備に

悪影響を及ぼすことを防止するため，重大事故等対処設備

として整備する代替燃料プール冷却系の操作が必要とな

るが，除熱開始までの時間余裕は第 4表及び第 7表のとお

り 1日以上であり，有効性評価の各シナリオで使用済燃料

プール同時被災時においても対応可能な要員数を確保し

ていることを確認している。また，評価条件を第 2表，第

3表，第 5表及び第 6表に示す。 

なお，代替燃料プール冷却系による除熱開始までの時間

余裕※は，以下の式により算出した。 
 

　
燃料の崩壊熱

／水の密度量使用済燃料プールの水／℃／水の比熱℃－初期水温℃
＝℃到達までの時間

３

３３

360010][

][][][][][80
][80





MW

mkgmkgkJ
h

※ 代替燃料プール冷却系の最高使用温度が 80℃であ

るため，時間余裕は使用済燃料プール水温が 80℃に到達

するまでの時間となる 

 

ｂ．必要な資源の評価 

(a) 水源 

水源の使用量が最も多い「3.1.3 代替循環冷却系を

使用できない場合」を想定すると，原子炉注水，格納容

炉の燃料プールの対応操作については，緊急時対策要員及

び８時間以降を目安に発電所外から参集する要員にて対

応可能である。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ｂ．必要な資源の評価 

(a) 水源 

２号炉においては，水源の使用量が最も多い「2.1 高

圧・低圧注水機能喪失」及び「2.4.2 崩壊熱除去機能

 

・体制及び運用の相違 

【柏崎 6/7】 

島根２号炉は，スロ

ッシング後の蒸発によ

る水位低下開始は 7 日

以降であるため，緊急

時対策要員（消防チー

ム含む），８時間以降を

目安に発電所外から参

集する要員にて対応可

能。 

・記載方針の相違 

【東海第二】 

島根２号炉は，１，

２号炉の必要な要員の

評価について記載。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・水量評価結果の相違 

【柏崎 6/7，東海第二】 
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代替循環冷却を使用しない場合」を想定すると，原子炉注

水及び格納容器スプレイの実施のため，7 日間で号炉あた

り約 7,400m3 の水が必要となる（6 号及び 7 号炉で約

14,800m3）。また，表 3 に示すとおり，6 号及び 7 号炉に

おける使用済燃料プールへの注水量（通常水位までの回復，

水位維持）は，7 日間の対応を考慮すると，約 2,529m3 の

水が必要となる（6 号及び 7 号炉で合計約 17,329m3）。 

6 号及び 7 号炉における水源として，各号炉の復水貯蔵

槽に約 1,700m3 及び淡水貯水池に約 18,000m3 の水を保有

しているため，原子炉及び使用済燃料プールの対応に必要

な水源は確保可能である（6 号及び 7 号炉で合計約

21,400m3）。 

 

 

 

 

 

 

 

 

1～5 号炉において，スロッシングによる水位低下の発生

後に，遮蔽に必要な高さまで水位を回復させ，蒸発による

水位低下を防止するための必要な水量は 7 日間の対応を考

慮すると，約 5,896m3 となる。 

 

 

1～5 号炉における水源として，表 3 に示す各号炉の必要

な水量を各号炉の復水貯蔵槽，ろ過水タンク，純水タンク

及びサプレッション・チェンバのプールにて確保する運用

であることから，6 号及び 7 号炉における水源を用いなく

ても 1～5 号炉の 7 日間の対応が可能である※2。 

内部火災に対する消火活動に必要な水源は約 180m3 であ

り，各防火水槽及びろ過水タンクに各必要な水量が確保さ

れるため，6 号及び 7 号炉における水源を用いなくても 7 

日間の対応が可能である。 

なお，1～5 号炉においても，使用済燃料プール水がサイ

フォン現象により流出する場合に備え，6 号及び 7 号炉と

同様のサイフォンブレーク孔を設け，サイフォン現象によ

器スプレイによる 7日間の対応に，約 5,490m３の水が必

要となる。また，水源評価の観点から，保守的に代替燃

料プール冷却系による除熱に期待せず使用済燃料プー

ルへの注水が継続することを想定した場合，7 日間の対

応に必要となる使用済燃料プールへの注水量（通常水位

までの水位回復及びその後の水位維持）は，第 9表に示

すとおり約 490m３となる。したがって，7 日間の対応に

合計約 5,980m３の水が必要となる。これに対して，代替

淡水貯槽に約 4,300m３，西側淡水貯水設備に約 4,300m３

の合計約 8,600m３の水を保有しているため，同時被災時

においても 7日間の対応は可能である。また，評価条件

を第 8表に示す。 

なお，事象発生から 7日間で必要となる使用済燃料プ

ールへの注水量は，以下の式により算出した。 

 
360010][

][][][][][100
][




３

３３

燃料の崩壊熱

／水の密度量使用済燃料プールの水／℃／水の比熱℃－初期水温℃
＝沸騰までの時間

MW

mkgmkgkJ
h

]kgkJ[]mkg[

360010]MW[
]hm[

／蒸発潜熱／水の密度

燃料の崩壊熱
＝／要量１時間当たりの注水必

３

３
３





7 日間で必要となる注水量[m3]＝（168 時間[h]－沸騰までの時間[h]） 

1 時間当たりの注水必要量[m3／h] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

喪失（残留熱除去系が故障した場合）」を想定すると，

原子炉注水及び格納容器スプレイの実施のため，７日間

で約 3,600m3の水が必要となる。また，第３表に示すと

おり，２号炉における燃料プールへの注水量（通常水位

までの回復，水位維持）は，７日間の対応を考慮すると，

約 574m3の水が必要となる（合計約 4,174m3）。 

 

２号炉における水源として，低圧原子炉代替注水槽に

約 740m3 及び輪谷貯水槽（西１／西２）に約 7,000m3 の

水を保有しているため，原子炉及び燃料プールの対応に

必要な水源は確保可能である（合計約 7,740m3）。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１号炉において，スロッシングによる水位低下を想定

しても，遮蔽に必要な水位を維持しており，燃料プール

水温が 100℃に到達するのは約 11日後であり，７日間で

燃料プールへの注水は必要ない。なお，スロッシングに

よる水位低下を回復させるために必要な水量を考慮す

ると，約 180m3となる。 

１号炉における水源として，第３表に示す必要な水量

を純水タンク，ろ過水タンク等にて確保する運用である

ことから，２号炉における水源を用いなくても１号炉の

７日間の対応が可能である※２。 

 

内部火災に対する消火活動に必要な水源は約 32m3 で

あり，ろ過水タンクに必要な水量が確保されるため，２

号炉における水源を用いなくても７日間の対応が可能

である。 

なお，１号炉においても，燃料プール水がサイフォン

現象により流出する場合に備え，２号炉と同様のサイフ

ォンブレイク配管を設け，サイフォン現象による燃料プ

・水量評価結果の相違 

【柏崎 6/7，東海第二】 

 

 

 

 

 

・設備の相違 

【柏崎 6/7，東海第二】 

 

 

 

 

 

・記載方針の相違 

【東海第二】 

 

 

 

 

・設備の相違 

【東海第二】 

島根２号炉は，１号

炉の水源の評価につい

て記載。 

・評価結果の相違 

【柏崎 6/7】 

島根２号炉は，スロ

ッシング後の蒸発によ

る水位低下開始は 7 日

以降。 

・評価結果の相違 

【柏崎 6/7】 

 

 

 

 

・設備の相違 
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る使用済燃料プール水の流出を停止することが可能な設計

としている。 

 

また，スロッシングによる水位低下により，線量率が上

昇し原子炉建屋オペレーティングフロアでの使用済燃料プ

ールへの注水操作が困難になる場合に備え，消火系，常設

代替交流電源設備又は電源車により給電した残留熱除去

系，復水補給水系，燃料プール補給水系等，当該現場作業

を必要としない注水手段を確保している。さらに，あらか

じめ注水用ホースを設置することで，原子炉建屋オペレー

ティングフロアでの注水操作が可能な設計としている。 

 

注水及び給電に用いる設備の台数と共用の関係は表 4 に

示すとおりである。常設代替交流電源設備は発電所全体で 4 

台保有しており，6 号及び 7 号炉での重大事故等の対応に

必要な台数は 2 台であるため，予備機を 1～5 号炉での対

応で使用することも可能である。また,電源車を用いること

で復水補給水系，燃料プール補給水系等への給電も実施可

能である。 

 

※2 使用済燃料プール（原子炉ウェル及び D/S ピットを含

む）の通常水位までの回復を想定した場合，1～5 号炉

においては，内部火災に対する消火活動に必要な水量

と合わせ，合計約 10,792m3 の水が必要となる（1～7 号

炉で合計約 13,321m3）。 

したがって，使用済燃料プールの通常水位までの回復

及び運転中の原子炉での事故対応を想定すると，1～7 

号炉にて合計約 28,121m3 の水が必要である。しかし，

6 号及び 7 号炉の復水貯蔵槽及び淡水貯水池における

保有水は約 21,400m3であり，1～5 号炉の復水貯蔵槽，

ろ過水タンク，純水タンク,サプレッション・チェン

バ・プール等の確保される保有水量は約 5,800m3 以上

である（合計約 27,200m3 以上）。これらの合計量は，6 

号及び 7 号炉の重大事故等対応及び 1～5 号炉の内部

火災（7 日間で 5 箇所）への対応を実施したうえで，1

～5 号炉の使用済燃料プール（原子炉ウェル及び D/S 

ピットを含む）の水位を通常水位から約 0.5m 下の水位

まで回復させ,その後,7 日間の水位維持が可能となる

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ール水の流出を停止することが可能な設計としている。 

 

 

また，スロッシングによる水位低下に伴う原子炉建物

５階（燃料取替階）の線量率の上昇はないが，線量率上

昇により，原子炉建物５階（燃料取替階） での燃料プ

ールへの注水操作が困難になる場合に備え，高圧発電機

車により給電した消火系，復水輸送系，補給水系による

当該現場作業を必要としない注水手段を確保している。 

 

 

 

１号炉の注水及び給電に用いる設備の台数と共用の

関係は第４表に示すとおりである。高圧発電機車は１号

炉用として，１台確保している。また，高圧発電機車を

用いることで復水輸送系，補給水系，消火系等への給電

も実施可能である。 

 

 

 

※２ 燃料プールの通常水位までの回復を想定した場

合，１号炉においては，内部火災に対する消火活

動に必要な水源と合わせ，合計約 212m3の水が必

要となる。（１，２号炉で合計約 786m3） 

 

したがって，燃料プールの通常水位までの回復及

び運転中の原子炉での事故対応を想定すると，

１，２号炉にて合計 4,386m3の水が必要である。 

２号炉の低圧原子炉代替注水槽及び輪谷貯水槽

（西１／西２）における保有水は約 7,740m3であ

り，ろ過水タンク，純水タンク等の確保される保

有水量は約 2,800m3以上である（合計約 10,540m3

以上）。 

これらの合計量は，２号炉の重大事故等対応及び

１号炉の内部火災への対応を実施したうえで，１

号炉の燃料プールの水位を通常水位まで回復さ

せ，その後７日間の水位維持を可能となる水量で

ある。７日以降については十分時間余裕があるた

【柏崎 6/7】 

サイフォンブレイク

における構造の相違。 

・評価結果の相違 

【柏崎 6/7】 

島根１号炉は，スロ

ッシング後の蒸発によ

る水位低下開始は 7 日

以降。 

・設備の相違 

【柏崎 6/7】 

注水手段の相違。 

 

・設備の相違 

【柏崎 6/7】 

電源供給設備の相

違。 

 

 

 

・運用の相違 

【柏崎 6/7】 

島根１号炉は，廃止

措置段階のため原子炉

ウェル及びＤ／Ｓピッ

トは水抜きしている。 

 

・水量評価結果の相違 

【柏崎 6/7】 

・設備の相違 

【柏崎 6/7】 

 

 

 

・運用の相違 

【柏崎 6/7】 

島根１号炉は，廃止

措置段階のため原子炉
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水量である。7 日間以降については十分時間余裕があ

るため，外部からの水源供給や支援等にも期待できる

ことから，1～5 号炉の使用済燃料プールの水位を通常

水位まで回復させることが可能である。 

 

 

 

 

 

b.燃料（軽油） 

6号及び 7号炉において，軽油の使用量が最も多い「高圧

溶融物放出／格納容器雰囲気直接加熱」を想定すると，非

常用ディーゼル発電機（3 台/号炉）の 7日間の運転継続に

号炉あたり約 753kL※3，復水貯蔵槽補給用可搬型代替注水ポ

ンプ（A-2級）（4台/号炉）の 7日間の運転継続に号炉あた

り約 15kL，代替原子炉補機冷却系専用の電源車（2台/号炉）

の 7 日間の運転継続に号炉あたり約 37kL※3，代替原子炉補

機冷却系用の大容量送水車（熱交換器ユニット用）の 7 日

間の運転継続に号炉あたり約 11kLの軽油が必要となる。ま

た，6号及び 7号炉の使用済燃料プールへの注水には，使用

済燃料プール代替注水系の可搬型代替注水ポンプ（A-2 級）

（6号及び 7号炉で 8台）の 7日間の運転継続に約 30kLが

必要となる※4。加えて，5号炉原子炉建屋内緊急時対策所用

可搬型電源設備及びモニタリング・ポスト用発電機の 7 日

間運転継続は約 13kL※3の軽油が必要となる（6 号及び 7 号

炉での事故対応，5号炉原子炉建屋内緊急時対策所用可搬型

電源設備及びモニタリング・ポスト用発電機にて使用する

軽油:合計約 1,675kL）。 

6 号及び 7 号炉の各軽油タンクにて約 1,020kL（6 号及

び 7 号炉合計約 2,040kL）の軽油を保有しており，これら

の使用が可能であることから，6 号及び 7 号炉の原子炉及

び使用済燃料プールの事故対応，5 号炉原子炉建屋内緊急

時対策所用可搬型電源設備及びモニタリング・ポスト用発

電機への電源供給について，7 日間の対応は可能である。 

1～5 号炉の使用済燃料プールの注水設備への電源供給に

使用する軽油の使用量として，保守的に最大負荷で非常用

ディーゼル発電機（2 台/号炉）が起動した場合を想定して

おり（「(1)想定する重大事故等」では常設代替交流電源設

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(b) 燃料（軽油） 

軽油貯蔵タンクの軽油消費量が最も多い「2.1 高

圧・低圧注水機能喪失」等を想定すると，非常用ディー

ゼル発電機（2 台）及び高圧炉心スプレイ系ディーゼル

発電機並びに常設代替交流電源設備（常設代替高圧電源

装置 2台）の 7日間の運転継続に約 755.5kL※が必要とな

る。この中に使用済燃料プールへの対応に必要となる負

荷も考慮されていること，軽油貯蔵タンクに約 800kLの

軽油を保有していることから，原子炉及び使用済燃料プ

ールの対応について，7日間の対応は可能である。 

可搬型設備用軽油タンクの軽油消費量が最も多い

「3.1.2 代替循環冷却系を使用する場合」等を想定す

ると，可搬型窒素供給装置の 7 日間の運転継続に約

18.5kL※が必要となる。これに可搬型代替注水中型ポン

プによる使用済燃料プールへの注水を考慮すると，更に

約 12.0kL 必要となるが，可搬型設備用軽油タンクに約

210kL の軽油を保有していることから，原子炉及び使用

済燃料プールの 7日間の対応は可能である。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

め，外部からの水源供給や支援等にも期待できる

ことから，１号炉の燃料プールの水位維持は可能

である。 

 

 

 

 

 

 

(b) 燃料（軽油） 

２号炉において，軽油の使用量が最も多い「2.1 高

圧・低圧注水機能喪失」，「2.4.2 崩壊熱除去機能喪

失（残留熱除去系が故障した場合）」，「2.6 ＬＯＣＡ

時注水機能喪失」を想定すると，非常用ディーゼル発

電機（２台）の７日間の運転継続に約544m3※３，高圧

炉心スプレイ系ディーゼル発電機の７日間の運転継

続に約156m3※３，ガスタービン発電機の７日間の運転

継続に約352m3※３，低圧原子炉代替注水槽への補給及

び燃料プールスプレイ系に使用する大量送水車の７

日間の運転継続に約11m3※３の軽油が必要となる。（合

計約1,063m3） 

 

 

 

 

 

 

非常用ディーゼル発電機燃料貯蔵タンク等及びガ

スタービン発電機用軽油タンクにて合計約1,180m3の

軽油を保有しており，これらの使用が可能であること

から，２号炉の原子炉及び燃料プールの事故対応につ

いて，７日間の対応は可能である。 

 

１号炉の燃料プールの注水設備への電源供給に使

用する軽油の使用量として，保守的に最大負荷で高圧

発電機車を起動した場合を想定しており，事象発生か

ら７日間使用した場合に必要な燃料消費量は，約19m3

である。 

ウェル及びＤ／Ｓピッ

トは水抜きしている。 

・運用の相違 

【柏崎 6/7】 

島根１号炉は，蒸発

開始が７日以降である

ため，スロッシング後

に通常水位まで補給を

実施。 

 

・解析結果の相違 

【柏崎 6/7，東海第二】 

解析結果による評価

対象シナリオの相違。 

・燃料評価結果の相違 

【柏崎 6/7，東海第二】 

 

 

 

 

 

・設備の相違 

【柏崎 6/7】 

島根２号炉は，緊急

時対策所用発電機は専

用の燃料タンクを有し

ている。また，モニタ

リングポストは非常用

交流電源設備又は常設

代替交流電源設備によ

る電源供給が可能。 

 

 

・記載方針の相違 

【東海第二】 

島根１号炉の燃料の

評価について記載。 

・燃料評価結果の相違 
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備及び可搬型代替注水ポンプ（A-2級）の軽油を上回る保守

的な想定），7 日間で号炉あたりの必要な軽油は約 632kLと

なる（1～5号炉で合計約 3,160kL）。なお，1～5号炉におけ

る使用済燃料プールへの注水と，内部火災が発生した号炉

における消火活動に対して，可搬型代替注水ポンプ（A-2

級）（注水と消火でそれぞれ 1台）の 7日間の運転継続を想

定すると約 22kLが必要となる。 

 

1～5 号炉の各軽油タンクにて約 632kL（1～5 号炉合計 

約 3,160kL）の軽油を保有しており，これらの使用が可能で

あることから，1～5 号炉の使用済燃料プールの注水及び火

災が発生した号炉での消火活動について，6 号及び 7 号炉

における軽油を使用しなくても 7 日間の対応は可能であ

る。 

 

 

 

 

 

 

 

 

※3 保守的に事象発生直後から運転を想定し，燃費は最大

負荷時を想定。 

※4 使用済燃料プールへの必要な補給量は小さく時間余裕

も長いことから，復水貯蔵槽の補給に使用している可

搬型代替注水ポンプ（A-2 級）を用いて注水を実施す

ることも可能であるが，軽油の消費量の計算において

は保守的に復水貯蔵槽の補給に使用している可搬型代

替注水ポンプ（A-2 級）とは別の可搬型代替注水ポン

プ（A-2 級）を用いて使用済燃料プールへの補給を行

うことを想定する。 

 

c.電源 

常設代替交流電源設備，電源車等による電源供給により，

重大事故等の対応に必要な負荷（計器類）に電源供給が可

能である。なお，常設代替交流電源設備，電源車等による

給電ができない場合に備え，デジタルレコーダ接続等の手

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

緊急時対策所用発電機燃料油貯蔵タンクは全ての事

故シーケンスグループ等で使用を想定するが，同時被災

の有無に関わらず緊急時対策所用発電機の 7日間の運転

継続に約 70.0kL※の軽油が必要となる。緊急時対策所用

発電機燃料油貯蔵タンクに約 75kL の軽油を保有してい

ることから，原子炉及び使用済燃料プールの 7日間の対

応は可能である。 

 

※ 保守的に事象発生直後から運転を想定し，燃費は

最大負荷時を想定。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(c) 電源 

 

 

 

 

１号炉の燃料プールの注水設備に使用する軽油の

使用量として，大量送水車を想定しており，７日間で

必要な燃料消費量は，11m3となる。 

なお，１号炉における内部火災が発生した場合の消

火活動に対しても，化学消防自動車及び小型動力ポン

プ付水槽車の７日間の運転継続を仮定すると約10m3※

３必要となる。（合計約40m3） 

１号炉のディーゼル発電機燃料地下タンクにて約

78m3の軽油を保有しており，これらの使用が可能であ

ることから，１号炉の燃料プールの事故対応及び内部

火災の消火活動について，７日間の対応は可能であ

る。 

 

 

緊急時対策所用燃料地下タンクはすべての事故シ

ーケンスグループ等で使用を想定するが，同時被災の

有無に関わらず緊急時対策所用発電機の７日間の運

転継続に約８m3※３の軽油が必要となる。緊急時対策所

用燃料地下タンクに約45 m3の軽油を保有しているこ

とから，原子炉及び燃料プールの７日間の対応は可能

である。 

 

※３ 保守的に事象発生直後から運転を想定し，燃費は

最大負荷時を想定する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(c) 電源 

高圧発電機車による電源供給により，重大事故等の対

応に必要な負荷（計器類）に電源供給が可能である。な

お，高圧発電機車による給電ができない場合に備え，可

搬型計測器接続の手順を用意している。 

【柏崎 6/7】 

・設備の相違 

【柏崎 6/7】 

火災消火に使用する

設備の相違。 

 

 

・設備の相違 

【柏崎 6/7】 

 

 

 

 

 

・設備の相違 

【柏崎 6/7】 

島根２号炉は，緊急

時対策所用発電機は専

用の燃料タンクを有し

ている。 

 

 

 

 

・設備の相違 

【柏崎 6/7】 

島根２号炉は，大量

送水車１台にて複数の

注水手段を兼用。 
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順を用意している。 

 

 

 

 

 

 

(4)6 号及び 7 号炉の重大事故等時対応への影響について 

(3)評価結果に示すとおり，重大事故等発生時に必要となる対応

操作は，各号炉の中央制御室に常駐している運転員，自衛消防隊，

緊急時対策要員及び 10 時間以降の発電所外からの参集要員にて

対応可能であることから，6 号及び 7 号炉の重大事故等に対応す

る要員に影響を与えない。 

 

 

 

 

 

 

6 号及び 7 号炉の各資源にて当該号炉の原子炉及び使用済燃料

プールにおける 7 日間の対応が可能であり，また，1～5 号炉の各

資源にて 1～5 号炉の使用済燃料プール及び内部火災における 7 

日間の対応が可能である。 

以上のことから，1～5 号炉に重大事故等が発生した場合にも，

6 号及び 7 号炉の重大事故等時の対応への影響はない。 

 

2．他号炉における高線量場発生による 6 号及び 7 号炉対応への

影響 

1．同時被災時に必要な要員及び資源の十分性で想定する事故時

の 1～5 号炉の使用済燃料プールにおいて，スロッシング等の水位

低下による現場線量率上昇は，以下の資料で示すとおり，6 号及

び 7 号炉の重大事故等時の対応に影響するものではない。 

技術的能力 「添付資料 1.0.16 重大事故等発生時おける停止号

炉の影響について」 

「添付資料 1.0.2 補足資料 10 １～７号炉同時発災

時におけるアクセスルートへの影響」 

 

 

 

使用済燃料プールへの注水，代替燃料プール冷却系に

よる除熱に係る電源負荷容量は，常設代替交流電源設備

の設計において考慮している。このため，常設代替交流

電源設備からの電源供給により，重大事故等の対応に必

要な負荷に電源供給が可能である。 

 

(3) 重大事故等時対応への影響について 

「(2) 評価結果」に示すとおり，重大事故等時に必要と

なる対応操作は，当直（運転員），発電所構内に常駐してい

る災害対策要員及び 2時間以降の発電所構外からの参集要員

にて対応可能であることから，重大事故等に対応する要員に

影響を与えない。 

 

 

 

 

 

 

確保する各資源にて原子炉及び使用済燃料プールにおけ

る 7日間の対応が可能である。 

 

 

以上のことから，原子炉及び使用済燃料プールで同時に重

大事故等が発生した場合にも，その対応への影響はない。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(4) ２号炉の重大事故等時の対応への影響について 

「(3)評価結果」に示すとおり，重大事故等時に必要とな

る対応操作は，緊急時対策要員及び８時間以降を目安に発電

所外から参集する要員にて対応可能であることから，２号炉

の重大事故等に対応する要員に影響を与えない。 

 

 

 

 

 

 

 

２号炉の各資源にて原子炉及び燃料プールにおける７日

間の対応が可能であり，また，１号炉の各資源にて１号炉の

燃料プール及び内部火災における７日間の対応が可能であ

る。 

以上のことから，１号炉に重大事故等が発生した場合に

も，２号炉の重大事故等時対応への影響はない。 

 

２．１号炉における高線量場発生による２号炉対応への影響 

 

「１．同時被災時に必要な要員及び資源の十分性」で想定する

事故時の１号炉の燃料プールにおいて，スロッシング等の水位低

下による現場線量率上昇は，以下の資料で示すとおり，２号炉の

重大事故時対応に影響するものではない。 

技術的能力 「添付資料 1.0.16 重大事故等発生時における停

止号炉の影響について」 

「添付資料1.0.2 補足資料6 １～３号炉同時発

災時におけるアクセスルートへの影響」 

 

 

 

・設備の相違 

島根２号炉は，１号

炉の電源の評価につい

て記載。 

 

 

 

 

・体制及び運用の相違 

【柏崎 6/7，東海第二】 

島根２号炉は，緊急

時対策要員に消防チー

ムを含む。 

・運用の相違 

【柏崎 6/7】 

 島根２号炉は，参集

要員の参集目安を８時

間以降としている。 

 

・設備の相違 

【東海第二】 

島根２号炉は，１号

炉の対策を記載。 

 

 

・評価条件の相違 

【東海第二】 

 島根２号炉は，１号

炉の燃料プールで全保

有水が喪失した場合の

評価を実施。 
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3．まとめ 

1．同時被災時に必要な要員及び資源の十分性及び 2．他号炉に

おける高線量場発生による6 号及び7 号炉対応への影響に示すと

おり，高線量場の発生を含め，1～5 号炉に重大事故等が発生した

場合にも，6 号及び 7 号炉の重大事故等の対応は可能である。 

 

2. まとめ 

 

 

 

 

原子炉及び使用済燃料プールにおいて同時に重大事故等が発

生した場合に必要な要員，資源について評価した。その結果，有

効性評価の各シナリオで対応可能な要員を確保していること，7

日間の対応に必要な水源，燃料及び電源を確保していることを確

認した。 

 

 

３．まとめ 

「１．同時被災時に必要な要員及び資源の十分性」及び「２．

他号炉における高線量場発生による２号炉対応への影響」に示

すとおり，高線量場の発生を含め，１号炉に重大事故等が発生

した場合にも，２号炉の重大事故等の対応は可能である。 
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表
１

 
想
定
す
る
各
号
炉
の
状
態
 

 

 

第 1表 想定する状態 

項目 状  態 

要員 

（有効性評価の各事故シーケンスグループ等で使用済

燃料プール同時被災時に対応可能な要員数を確保して

いることを確認） 

水源 
・「3.1.3 代替循環冷却系を使用できない場合」 

・「4.2 想定事故2」（使用済燃料プール漏えい）※１ 

燃料 

・「2.1 高圧・低圧注水機能喪失」等※２（軽油貯蔵タ

ンクの評価） 

・「3.1.2 代替循環冷却系を使用する場合」（可搬型

設備用軽油タンクの評価） 

・各事故シーケンスグループ等※３（緊急時対策所用発

電機燃料油貯蔵タンクの評価） 

電源 
・全交流動力電源喪失 

・「4.2 想定事故2」（使用済燃料プール漏えい） 

※1 同時被災時の使用済燃料プール状態を想定する。また，

サイフォン現象による漏えい量より，スロッシングによ

る溢水量の方が多いため，スロッシングによる漏えいを

想定する。 

※2 燃料については，消費量を保守的に評価する観点から，

外部電源喪失が発生し，非常用ディーゼル発電機，高圧

炉心スプレイ系ディーゼル発電機及び常設代替交流電源

設備の運転を継続させる状態を想定する。 

※3 緊急時対策所用発電機燃料油貯蔵タンクは緊急時対策所用

発電機専用の燃料タンクであるため，燃料消費量は事故シ

ーケンスグループ等に依存しない。 
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の
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・解析結果の相違 

【柏崎 6/7，東海第二】 

解析結果による評価

対象シナリオの相違。 

・設備の相違 

【柏崎 6/7，東海第二】 
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操
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・評価条件の相違 

【東海第二】 

 島根２号炉は，１号

炉の燃料プールで全保

有水が喪失した場合の

評価を実施。 

・設備及び運用の相違 

【柏崎 6/7】 

設備及び運用の相違

に伴う対応操作及び必

要な資源の相違。 

・設備の相違 

【柏崎 6/7】 

 火災消火に使用する

設備の相違。 

・解析結果の相違 

【柏崎 6/7】 

 解析結果による評価

対象シナリオの相違。 

・水量評価結果の相違 

【柏崎 6/7】 

・燃料評価結果の相違 

【柏崎 6/7】 
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算
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 第３表 １，２号炉の必要な水量 

  

・評価条件の相違 

【東海第二】 

 島根２号炉は，１号

炉の燃料プールで全保

有水が喪失した場合の

評価を実施。 

・評価結果の相違 

【柏崎 6/7】 

 崩壊熱及び，スロッ

シングによる水位低下

量の相違。 

・設備の相違 

【柏崎 6/7】 

 プラント基数の相

違。 
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・設備の相違 

【柏崎 6/7】 

 電源供給設備の相

違。 

・設備の相違 

【柏崎 6/7】 

 注水手段の相違。 
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・評価条件の相違 

【東海第二】 

 島根２号炉は，１号

炉の燃料プールで全保

有水が喪失した場合の

評価を実施。 

・体制及び運用の相違 

【柏崎 6/7】 

 設備構成，対応する

要員及び所要時間の相

違。 
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 第 2表 代替燃料プール冷却系による除熱開始までの 

時間余裕の評価条件（原子炉運転時） 

項目 評価条件 

炉心への燃料装荷状態 装荷済 

使用済燃料プールの燃料貯蔵体数 1,486体※１ 

原子炉からの取出燃料の冷却日数 30日※２ 

使用済燃料プールの崩壊熱 約 2.1MW 

使用済燃料プールの初期水位 通常水位 

プールゲートの状態 プールゲート閉 

使用済燃料プールの初期水量※３ 1,189.9m３ 

使用済燃料プールの初期水温※４ 40℃ 

使用済燃料プールの水の比熱※５ 4.179kJ／kg／℃ 

使用済燃料プールの水の密度※６ 972kg／m３ 

※1 燃料取出スキームは第3表のとおり。 

※2 過去の施設定期検査における発電機解列から併入までの

期間の実績（65日）よりも短い日数を設定。 

※3 使用済燃料プールの水量はスロッシングにより一時的に

減少する場合があるものの，使用済燃料プールの水温が

80℃に到達するまでに注水を実施し，通常水位へ回復す

ることが可能。 

※4 使用済燃料プールの水温の実績値を包含する高めの水温

を設定 

※5 40℃から80℃までの飽和水の比熱のうち，最小となる

40℃の値を使用（1999年蒸気表より）。 

※6 40℃から80℃までの飽和水の密度のうち，最小となる

80℃の値を使用（1999年蒸気表より）。 

 

 

 ・記載方針の相違 

【東海第二】 
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 第 3表 使用済燃料プールの燃料取出スキーム（原子炉運転時） 

使用済燃料プール 
貯蔵燃料 

冷却期間 
燃料体数※

１ 

取出平均燃
焼度 

[GWd／t] 

崩壊熱 
[MW] 

8サイクル冷却燃料 
8×(13ヶ月+30
日)＋30日 

142体 45 
約

0.047 

7サイクル冷却燃料 
7×(13ヶ月+30
日)＋30日 

168体 45 
約

0.059 

6サイクル冷却燃料 
6×(13ヶ月+30
日)＋30日 

168体 45 
約

0.064 

5サイクル冷却燃料 
5×(13ヶ月+30
日)＋30日 

168体 45 
約

0.072 

4サイクル冷却燃料 
4×(13ヶ月+30
日)＋30日 

168体 45 
約

0.085 

3サイクル冷却燃料 
3×(13ヶ月+30
日)＋30日 

168体 45 
約

0.110 

2サイクル冷却燃料 
2×(13ヶ月+30
日)＋30日 

168体 45 
約

0.161 

1サイクル冷却燃料 
1×(13ヶ月+30
日)＋30日 

168体 45 
約

0.283 

施設定期検査時取出
燃料 

30日 168体 45 
約

1.214 

合計 － 1,486体 － 
約

2.095 

※1 崩壊熱を保守的に評価するに当たり，使用済燃料プール

の貯蔵容量（2,250体）から 1炉心（764体）分を除いた

1,486体分が使用済燃料プールに保管されているとし，そ

のうち施設定期検査時取出燃料は燃料取替体数分（168

体）が使用済燃料プールに保管され，それ以前の施設定

期検査時に取り出された燃料は９×９燃料（Ａ型）の平

衡炉心における燃料取替体数（168体）ずつ取り出された

ものと仮定した。 

 

 

 

第 4表 代替燃料プール冷却系による除熱開始までの 

時間余裕の評価結果（原子炉運転時） 

項目 評価結果 

代替燃料プール冷却系による除熱開

始までの時間余裕※１ 
約 25時間 

※1 代替燃料プール冷却系の最高使用温度が 80℃であるた

め，時間余裕は，使用済燃料プール水温が 80℃に到達す

るまでの時間となる。 

 

 

 ・記載方針の相違 
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 第 5表 代替燃料プール冷却系による除熱開始までの 

時間余裕の評価条件（原子炉運転停止時） 

項目 評価条件 

炉心への燃料装荷状態 取出前 

使用済燃料プールの燃料貯蔵体数 1,486体※１ 

発電機解列からの日数 1日※２ 

使用済燃料プールの崩壊熱 約 1.0MW 

使用済燃料プールの初期水位 通常水位 

プールゲートの状態 プールゲート閉 

使用済燃料プールの初期水量※３ 1,189.9m３ 

使用済燃料プールの初期水温※４ 40℃ 

使用済燃料プールの水の比熱※５ 4.179kJ／kg／℃ 

使用済燃料プールの水の密度※６ 972kg／m３ 

※1 燃料取出スキームは第6表のとおり。 

※2 運転停止時の有効性評価における評価日を設定。 

※3 使用済燃料プールの水量はスロッシングにより一時的に

減少する場合があるものの，使用済燃料プールの水温が

80℃に到達するまでに注水を実施し，通常水位へ回復す

ることが可能。 

※4 使用済燃料プールの水温の実績値を包含する高めの水温

を設定。 

※5 40℃から80℃までの飽和水の比熱のうち，最小となる

40℃の値を使用（1999年蒸気表より）。 

※6 40℃から80℃までの飽和水の密度のうち，最小となる

80℃の値を使用（1999年蒸気表より）。 

 

 

 ・記載方針の相違 
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 第 6表 使用済燃料プールの燃料取出スキーム 

（原子炉運転停止時） 

使用済燃料プール 
貯蔵燃料 

冷却期間 燃料体数※１ 
取出平均燃焼

度 
[GWd／t] 

崩壊熱 
[MW] 

9サイクル冷却燃
料 

9×(13ヶ月+30
日)＋1日 

142体 45 
約

0.045 

8サイクル冷却燃
料 

8×(13ヶ月+30
日)＋1日 

168体 45 
約

0.056 

7サイクル冷却燃
料 

7×(13ヶ月+30
日)＋1日 

168体 45 
約

0.059 

6サイクル冷却燃
料 

6×(13ヶ月+30
日)＋1日 

168体 45 
約

0.065 

5サイクル冷却燃
料 

5×(13ヶ月+30
日)＋1日 

168体 45 
約

0.073 

4サイクル冷却燃
料 

4×(13ヶ月+30
日)＋1日 

168体 45 
約

0.087 

3サイクル冷却燃
料 

3×(13ヶ月+30
日)＋1日 

168体 45 
約

0.113 

2サイクル冷却燃
料 

2×(13ヶ月+30
日)＋1日 

168体 45 
約

0.166 

1サイクル冷却燃
料 

1×(13ヶ月+30
日)＋1日 

168体 45 
約

0.298 

合計 － 1,486体 － 
約

0.962 

※1 崩壊熱を保守的に評価するに当たり，使用済燃料プール

の貯蔵容量（2,250体）から 1炉心（764体）分を除いた

1,486体分が使用済燃料プールに保管されているとし，そ

の構成は，過去の施設定期検査時において，燃料が９×

９燃料（Ａ型）の平衡炉心における燃料取替体数（168体）

ずつ取り出されたものと仮定した。 

 

 

 

 

第 7表 代替燃料プール冷却系による除熱開始までの時間余裕の

評価結果（原子炉運転停止時） 

項目 評価結果 

代替燃料プール冷却系による除熱開

始までの時間余裕※１ 
約 55時間 

※1 代替燃料プール冷却系の最高使用温度が 80℃であるた

め，時間余裕は，使用済燃料プール水温が 80℃に到達す

るまでの時間となる。 

 

 

 

 ・記載方針の相違 
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 第8表 使用済燃料プールの対応に必要な水量等の評価条件 

項目 評価条件 

炉心への燃料装荷状態 装荷済 

使用済燃料プールの燃料貯蔵体数 1,486体※１ 

原子炉からの取出燃料の冷却日数 30日※２ 

使用済燃料プールの崩壊熱 約 2.1MW 

使用済燃料プールの初期水位 通常水位 

プールゲートの状態 プールゲート閉 

使用済燃料プールの初期水量 1,189.9m３ 

スロッシング溢水量 81.49m３ 

使用済燃料プールの初期水温※３ 40℃ 

使用済燃料プールの水の比熱※４ 4.179kJ／kg／℃ 

使用済燃料プールの水の密度※５ 992kg／m３ 

水源の温度※６ 35℃ 

水源の密度※７ 994kg／m３ 

蒸発潜熱※８ 2,528.93kJ／kg 

※1 燃料取出スキームは第3表のとおり。 

※2 過去の施設定期検査における発電機解列から併入までの

期間の実績（65日）よりも短い日数を設定。 

※3 使用済燃料プールの水温の実績値を包含する高めの水温

を設定。 

※4 40℃から100℃までの飽和水の比熱のうち，最小となる

40℃の値を使用 

（1999年蒸気表より）。 

※5 スロッシングにより使用済燃料プールの水量が減少して

おり，水温が40℃から100℃まで上昇することによる体

積の膨張分はオーバーフローしないため，使用済燃料プ

ールの初期水温の密度を設定。 

※6 年間の気象条件変化を包含する高めの水温を設定。 

※7 水源の温度である35℃での密度を設定。 

※8 35℃の飽和水のエンタルピと 100℃飽和蒸気のエンタル

ピの差より算出 

（1999年蒸気表より）。 

 

 

 ・記載方針の相違 
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 第 9表 使用済燃料プールの対応に必要な水量等の評価結果 

項目 評価結果 

使用済燃料プールの水温が 100℃に

到達するまでの時間 
約36時間 

使用済燃料プールの水位が燃料有効

長頂部に到達するまでの時間 
約260時間 

事故発生から7日間での必要注水量 

（蒸発分）※１，３ 
約 410m３ 

事故発生から7日間での必要注水量 

（蒸発＋スロッシング分）※２，３ 
約 490m３ 

※1 蒸発による水位低下分を補うために必要な注水量。 

※2 蒸発による水位低下分＋スロッシングによる水位低下分

を補うために必要な注水量。 

※3 10ｍ３未満を切り上げて表示。 

 ・記載方針の相違 

【東海第二】 

 島根２号炉は，「第３

表 １，２号炉の必要

な水量」にて記載。 
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まとめ資料比較表 〔有効性評価 添付資料 6.2.1〕 

柏崎刈羽原子力発電所 ６／７号炉 （2017.12.20版） 東海第二発電所 （2018.9.12版） 島根原子力発電所 ２号炉  備考 

添付資料 6.2.1 

 

重大事故等対策の要員の確保及び所要時間について 

 

重大事故等の発生時においては，原子力警戒態勢を発令し，災

害対策本部要員を召集することで事故の対応に当たる。夜間及び

休日(平日の勤務時間帯以外)において，初動体制として，中央制

御室の運転員 18 名（運転停止中においては 10 名），発電所構内

に常駐している緊急時対策要員 44 名及び自衛消防隊 10 名の合

計 72 名（運転停止中においては 64 名）により，迅速な対応を

図ることとしている。また，事象発生 10 時間以降は，発電所構

外から召集される参集要員も考慮した対応を行う。 

表 1 及び表 2 に各事故シーケンスにおける作業に必要な要員

数及び事象発生 10 時間以降に必要となる参集要員の要員数を示

す。 

 

 

 

 

運転中に最も多く要員を必要とするのは，「2.3.4 全交流動力

電源喪失(外部電源喪失＋DG 喪失)＋SRV 再閉失敗」である。参

集要員に期待しない事象発生後 10 時間に必要な要員は，当直長

1 名（6 号及び 7 号炉兼任），当直副長 2 名，運転員 12 名，緊

急時対策本部要員（通報連絡等を行う要員）5 名及び緊急時対策

要員（現場）12 名の合計 32 名であることから，初動体制の要員

（72 名）で事故対応が可能である。また，事象発生 10 時間以降

に必要となる参集要員は 46 名であり，発電所構外から 10 時間

以内に参集可能な要員（106 名）で確保可能である。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

添付資料 6.2.1 

 

重大事故等対策の要員の確保及び所要時間について 

 

重大事故等が発生した場合においては，非常事態を宣言し，災

害対策要員を非常招集することで事故の対応に当たる。夜間及び

休日（平日の勤務時間帯以外）において，初動体制として，中央

制御室の当直（運転員）7名（原子炉運転停止中においては 5 名）， 

発電所構内に常駐している災害対策要員 32名の合計 39名（原子

炉運転停止中においては 37 名）により，迅速な対応を図る。ま

た，事象発生 2 時間以降は，発電所構外から招集される参集要員

も考慮した対応を行う。 

第 1表及び第 2表に各事故シーケンスグループ等の作業に必要

な要員数及び事象発生 2時間以降に必要となる参集要員の要員数

を示す。 

 

 

 

 

原子炉運転中に最も多く要員を必要とするのは，「2. 3. 1全交

流動力電源喪失（長期ＴＢ）」，「2. 3. 2 全交流動力電源喪失（Ｔ 

ＢＤ，ＴＢＵ）」，「2. 3. 3 全交流動力電源喪失（ＴＢＰ）」及び

「2. 8津波浸水による最終ヒートシンク喪失」である。参集要員

に期待しない事象発生後 2時間に必要な要員は，当直発電長 1名， 

当直副発電長 1名，当直運転員 5名，通報連絡等を行う要員 4名

及び現場操作を行うための重大事故等対応要員 13名の合計 24名

であることから，初動体制の要員（39名）で事故対応が可能であ

る。また，事象発生 2時間以降に必要となる参集要員は 6名であ

り，発電所構外から 2 時間以内に参集可能な要員の 72 名で確保

可能である。 

 

 

 

 

 

 

 

添付資料 6.2.1 

 

重大事故等対策の要員の確保及び所要時間について 

 

重大事故等の発生時においては，緊急時警戒体制を発令し，

緊急時対策要員を招集することで事故の対応にあたる。夜間

及び休日（平日の勤務時間帯以外）において，初動体制とし

て，発電所構内に常駐している緊急時対策要員 45名（運転停

止中においては 43名）により，迅速な対応を図ることとして

いる。 

 

 

表１及び表２に各事故シーケンスにおける作業に必要な要

員数を示す。 

 

 

 

 

 

運転中に最も多く要員を必要とするのは，「2.3.1 全交流

動力電源喪失（外部電源喪失＋ＤＧ失敗）＋ＨＰＣＳ失敗」，

「2.3.2 全交流動力電源喪失（外部電源喪失＋ＤＧ失敗）＋

高圧炉心冷却失敗」，「2.3.3 全交流動力電源喪失（外部電源

喪失＋ＤＧ失敗）＋直流電源喪失」，「2.3.4 全交流動力電源

喪失（外部電源喪失＋ＤＧ失敗）＋ＳＲＶ再閉失敗＋ＨＰＣ

Ｓ失敗」，「2.4.1 崩壊熱除去機能喪失（取水機能が喪失した

場合）」，「3.1.2 雰囲気圧力・温度による静的負荷（格納容

器過圧・過温破損）（残留熱代替除去系を使用する場合）」，

「3.1.3 雰囲気圧力・温度による静的負荷（格納容器過圧・

過温破損）（残留熱代替除去系を使用しない場合）」，「3.2 高

圧溶融物放出／格納容器雰囲気直接加熱」，「3.3 原子炉圧力

容器外の溶融燃料－冷却材相互作用」，「3.4 水素燃焼」，「3.5 

溶融炉心・コンクリート相互作用」である。事象発生後に必

要な要員は，当直長１名，当直副長１名，運転員５名，通報

連絡等を行う要員５名及び復旧班要員 19 名の合計 31 名であ

ることから，初動体制の要員（45 名）で事故対応が可能であ

る。 

 

 

 

 

 

 

 

・体制の相違 

【柏崎 6/7，東海第二】 

 島根２号炉は，緊急

時対策要員に，消防チ

ームを含めている。 

・運用の相違 

【柏崎 6/7，東海第二】 

島根２号炉は，要員

の参集に期待せずとも

必要な作業を常駐要員

により実施可能であ

る。 

・解析結果の相違 

【柏崎 6/7，東海第二】 

  

 

 

 

 

 

・運用の相違 

【柏崎 6/7，東海第二】 

島根２号炉は，要員

の参集に期待せずとも

必要な作業を常駐要員

により実施可能であ

る。 

・体制の相違 

【柏崎 6/7，東海第二】 

 島根２号炉は，緊急
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また，運転停止中に最も多く要員数を必要とするのは，「5.2 全

交流動力電源喪失」の事象である。参集要員に期待しない事象発

生後10 時間に必要な要員は，当直長1 名（6 号及び7 号炉兼任），

当直副長 2 名，運転員 6 名，緊急時対策本部要員（通報連絡等

を行う要員）5 名及び緊急時対策要員（現場）2 名の合計 16 名

であることから，初動体制の要員（64 名）で事故対応が可能で

ある。また，事象発生 10 時間以降に必要となる参集要員は 26 名

であり，発電所構外から 10 時間以内に参集可能な要員（106 名）

で確保可能である。 

使用済燃料プールに燃料を取り出している期間中に最も要員

を必要とするのは，「4.2 想定事故 2」の事象である。必要な要員

は，当直長 1 名（6 号及び 7 号炉兼任），当直副長 2名，運転員

6 名，緊急時対策本部要員（通報連絡等を行う要員）5 名及び緊

急時対応要員（現場）8 名の合計 22 名であることから，初動体

制の要員（64 名）で対応が可能である。 

 

 

 

各重要事故シーケンス等において，事象発生後 10 時間までに

必要な作業については初動体制の要員により実施可能である。ま

た，事象発生 10 時間以降は，発電所構外から召集される参集要

員についても期待できる。以上より，重大事故等対策の成立性に

問題がないことを確認した。 

 

原子炉運転停止中に最も多く要員を必要とするのは，「5. 2 全

交流動力電源喪失」である。参集要員に期待しない事象発生後 2 

時間に必要な要員は，当直発電長 1名，当直副発電長 1名，当直

運転員 3名，通報連絡等を行う要員 4名及び現場操作を行うため

の重大事故等対応要員 11名の合計 20名であることから，初動体

制の要員（37名）で事故対応が可能である。 

 

 

 

使用済燃料プールに燃料を取り出している期間中に最も要員

を必要とするのは，「4.1想定事故１」及び「4.2想定事故２」で

ある。参集要員に期待しない事象発生後 2時間に必要な要員災害

対策要員（初動）の内訳は，当直発電長 1名，当直副発電長 1名，

当直運転員 3名，通報連絡等を行う要員 4名及び現場操作を行う

ための重大事故等対応要員 8 名の合計 17 名であることから，初

動体制の要員（37名）で事故対応が可能である。また，事象発生

2 時間以降に必要となる参集要員は 2 名であり，発電所構外から

2時間以内に参集可能な要員の 72名で確保可能である。 

各事故シーケンスグループ等において，事象発生 2時間以内に

必要な作業については初動体制の要員により実施可能である。ま

た，事象発生 2時間以降は，発電所構外から招集される参集要員

についても期待できる。以上より，重大事故等対策の成立性に問

題がないことを確認した。 

 

 

また，運転停止中最も多く要員を必要とするのは，「5.2 全

交流動力電源喪失」である。事象発生後に必要な要員は，当

直長１名，当直副長１名，運転員３名，通報連絡等を行う要

員５名及び復旧班要員 19 名の合計 29 名であることから，初

動体制の要員（43名）で事故対応が可能である。 

 

 

 

 

燃料プールに燃料を取り出している期間中に最も要員を必

要とするのは，「4.2 想定事故２」の事象である。必要な要

員は，当直長１名，当直副長１名，運転員３名，通報連絡等

を行う要員５名及び復旧班要員 16 名の合計 26 名であること

から，初動体制の要員（43名）で対応が可能である。 

 

 

 

 

各事故シーケンス等において必要な作業については，初動

体制の要員により実施可能である。 

以上より，重大事故等対策の成立性に問題がないことを確

認した。 

 

時対策要員に，消防チ

ームを含めている。 

・運用の相違 

【柏崎 6/7，東海第二】 

島根２号炉は，要員

の参集に期待せずとも

必要な作業を常駐要員

により実施可能であ

る。 

 

・解析結果の相違 

【東海第二】 

・体制の相違 

【柏崎 6/7，東海第二】 

 島根２号炉は，緊急

時対策要員に，消防チ

ームを含めている。 

 

・運用の相違 

【柏崎 6/7，東海第二】 

島根２号炉は，要員

の参集に期待せずとも

必要な作業を常駐要員

により実施可能であ

る。 
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・解析結果の相違 

【柏崎 6/7，東海第二】 
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・解析結果の相違 

【柏崎 6/7，東海第二】 

6-35



 

柏崎刈羽原子力発電所 ６／７号炉 （2017.12.20版） 東海第二発電所 （2018.9.12版） 島根原子力発電所 ２号炉  備考 

 

第
2
表
 
原
子
炉
運
転
停
止
中
の
各
事
故
シ
ー
ケ
ン
ス
グ
ル
ー
プ
等
に
お
け
る
災
害
対
策
要
員
（
初
動
）
と
参
集
要
員

 

 

表
２

 
燃
料
プ
ー
ル
に
お
け
る
重
大
事
故
に
至
る
お
そ
れ
の
あ
る
事
故
及
び
運
転
停
止
中
の
原
子
炉
に
お
け
る
重
大
事
故
に
至
る
お
そ
れ
が
あ
る

 

事
故
の
各
シ
ー
ケ
ン
ス
に
お
け
る
初
動
要
員

 

 

・解析結果の相違 

【柏崎 6/7，東海第二】 
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まとめ資料比較表 〔有効性評価 添付資料 6.2.2〕 

柏崎刈羽原子力発電所 ６／７号炉 （2017.12.20版） 東海第二発電所 （2018.9.12版） 島根原子力発電所 ２号炉  備考 

添付資料 6.2.2 

 

重要事故シーケンス等以外の事故シーケンスの 

要員の評価について 

 

1．はじめに 

各事故シーケンスグループの有効性評価で，重要事故シーケン

ス等の事故対応に必要な要員について評価している。各事故シー

ケンスグループ等のその他の事故シーケンスについては本資料

にて，重要事故シーケンス等の作業項目を基に必要な要員数を確

認する。 

 

2．重要事故シーケンス等以外の事故シーケンスにおける要員の

評価結果 

重要事故シーケンス等以外の事故シーケンスにおいて，重大事

故等対策の実施に必要な作業項目を抽出し，各事故シーケンスグ

ループ等の重要事故シーケンスと比較し，当直長，当直副長，運

転員及び緊急時対策要員の要員数を確認した。その結果は，表 1 

から表 3 及び別紙のとおりである。 

なお，評価の結果，最も要員が必要となる事故シーケンスにお

いても最大 32 名（原子炉運転停止中は 22 名）であり，重大事

故等対策要員の 72 名（原子炉運転停止中は 64 名）以内で重大

事故等の対応が可能である※1。 

※1 記載値は参集要員を除く。参集要員は最大 46 名に対して事

象発生 10 時間まで必要な要員数を十分確保できる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

添付資料 6.2.2 

 

重要事故シーケンス等以外の事故シーケンスの 

要員の評価について 

 

1. はじめに 

各事故シーケンスグループ等の有効性評価で，重要事故シー

ケンス等の事故対応に必要な要員について評価している。各事

故シーケンスグループ等のその他の事故シーケンスについて

は本資料にて，重要事故シーケンス等の作業項目を基に必要な

要員数を確認する。 

 

2. 重要事故シーケンス等以外の事故シーケンスにおける要員

の評価結果 

重要事故シーケンス以外の事故シーケンスにおいて，重大事

故等対策の実施に必要な作業項目を抽出し，各事故シーケンス

グループ等の重要事故シーケンスと比較し，必要な要員数を確

認した。その結果は，第 1表から第 3表及び別紙のとおりであ

る。 

なお，評価の結果，最も要員が必要となる事故シーケンスに

おいても最大 24名（原子炉運転停止中では 20名）であり，災

害対策要員（初動）の 39名（原子炉運転停止中では 37名）以

内で重大事故等の対応が可能である※。 

※ 記載値は参集要員を除く。参集要員は最大 6名に対して

事象発生 2時間までに必要な要員数を十分確保できる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

添付資料6.2.2 

 

重要事故シーケンス等以外の事故シーケンスの 

要員の評価について 

 

1. はじめに 

各事故シーケンスグループの有効性評価で，重要事故シーケン

ス等の事故対応に必要な要員について評価している。各事故シー

ケンスグループ等のその他の事故シーケンスについては本資料

にて，重要事故シーケンス等の作業項目を基に必要な要員数を確

認する。 

 

2. 重要事故シーケンス等以外の事故シーケンスにおける要員

の評価結果 

重要事故シーケンス等以外の事故シーケンスにおいて,重大事

故等対策の実施に必要な作業項目を抽出し，各事故シーケンスグ

ループ等の重要事故シーケンスと比較し，必要な要員数を確認し

た。その結果は，表１から表３及び別紙のとおりである。 

 

なお，評価の結果，最も要員が必要となる事故シーケンスにお

いても最大 31名（運転停止中では 29名）であり，緊急時対策要

員の 45名（原子炉運転停止中は 43名）以内で重大事故等の対応

が可能である。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・解析結果の相違 

【柏崎 6/7，東海第二】 

解析結果の相違に伴

う要員数の相違。 

・体制の相違 

【柏崎 6/7，東海第二】 

 島根２号炉は，緊急

時対策要員に，消防チ

ームを含めている。 

・運用の相違 

【柏崎 6/7，東海第二】 

島根２号炉は，要員

の参集に期待せずとも

必要な作業を常駐要員

により実施可能であ

る。 
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3． 必要な要員の評価方法 

（1）重要事故シーケンス等以外の事故シーケンスの要員につい

ては，対応する重要事故シーケンスと比較し，保守的に 6 号

及び 7 号炉同時の重大事故等対策においても対応可能であ

るか評価を行う。 

（2）各事故シーケンスの評価においても，対応する重要事故シ

ーケンスと同様又は保守的な条件で評価する。 

（3）事故発生初期の状況判断時に対応する確認行為については，

これまでの重要事故シーケンスと同様に，中央制御室の全て

の運転員で対応するため，要員数としての評価は不要とす

る。 

（4）運転員の操作及び移動についても重要事故シーケンスと同

様の考え方にて評価を行う。 

（5）「運転中の原子炉における重大事故」の評価は，別紙「必要

な要員数の観点での評価事故シーケンスの代表性の整理」に

示すとおり，要員の観点で厳しいプラント損傷状態（PDS）

及び炉心損傷後の事故シーケンスを考慮しても，現在の要員

数で重大事故への対応は可能であり，必要な要員数を考慮し

ても評価事故シーケンスは代表性を有していることを確認

する。 

3. 必要な要員の評価方法 

 

 

 

 

(1) 各事故シーケンスの評価においても，対応する重要事故シ

ーケンスと同様又は保守的な条件で評価する。 

(2) 事故発生初期の状況判断時に対応する確認行為について

は，これまでの重要事故シーケンスと同様に，中央制御室

の全ての当直運転員等で対応するため，要員数としての評

価は不要とする。 

(3) 当直運転員等の操作及び移動についても重要事故シーケ

ンスと同様の考え方にて評価を行う。 

(4) 「運転中の原子炉における重大事故」の評価は，別紙「必

要な要員数の観点での評価事故シーケンスの代表性の整

理」に示すとおり，要員の観点で厳しいプラント損傷状態

（以下「ＰＤＳ」という。）及び炉心損傷後の事故シーケ

ンスを考慮しても，現在の要員数で重大事故への対応は可

能であり，必要な要員数を考慮しても評価事故シーケンス

は代表性を有していることを確認する。 

 

 

 

3. 必要な要員の評価方法 

(1) 重要事故シーケンス等以外の事故シーケンスの要員につい

ては，対応する重要事故シーケンスと比較し，対応可能であ

るか評価を行う。 

 

(2) 各事故シーケンスの評価においても，対応する重要事故シ

ーケンスと同様又は保守的な条件で評価する。 

(3) 事故発生初期の状況判断時に対応する確認行為について

は，これまでの重要事故シーケンスと同様に，中央制御室の

すべての運転員で対応するため，要員数としての評価は不要

とする。 

(4) 運転員の操作及び移動についても重要事故シーケンスと同

様の考え方にて評価を行う。 

(5) 「運転中の原子炉における重大事故」の評価は，別紙「必

要な要員数の観点での評価事故シーケンスの代表性の整理」

に示すとおり，要員の観点で厳しいＰＤＳ及び炉心損傷後の

事故シーケンスを考慮しても，現在の要員数で重大事故への

対応は可能であり，必要な要員数を考慮しても評価事故シー

ケンスは代表性を有していることを確認する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・記載方針の相違 
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別紙 

 

必要な要員数の観点での評価事故シーケンスの代表性の整理 

 

設置許可基準規則第 37 条第 2 項に規定されている「重大事故

が発生した場合」の評価では，各格納容器破損モードに至るおそ

れのあるプラント損傷状態（PDS）の中から，当該破損モードに

至る場合にその破損モードが最も厳しく現れると考えられる PDS 

を選定し，その PDS に属する事故シーケンスの中から最も厳しい

事故シーケンスを評価事故シーケンスとして選定している。ここ

では，各 PDS 及び炉心損傷後の対応に必要な要員数の観点から，

評価事故シーケンスの代表性を整理する。 

今回の PRA により抽出した PDS を表 1 に示す。また，設置許

可基準規則第 37 条第 1 項の「重大事故に至るおそれがある事故

が発生した場合」の評価結果をもとに，各 PDS に至る原因となる

プラント機能の喪失が発生した場合に炉心損傷を防止するため

に必要な要員数を合わせて示す。 

 

なお，表 1 のうち，TW（崩壊熱除熱機能喪失），TC（原子炉停

止機能喪失）は格納容器先行破損事象であり，ISLOCA（インター

フェイスシステム LOCA）は格納容器バイパス事象である。いずれ

も炉心損傷の前に原子炉格納容器が機能喪失する PDS であるた

め，評価事故シーケンスの選定の起点となる PDS の選定対象から

は除外している。 

本来，重大事故等対処設備に期待しない PRA から抽出された各

PDS は，表 1 の炉心損傷防止に必要な数の要員が適切な対応をと

ることによって炉心損傷を防止できるものであるが，何らかの対

応の失敗によって炉心損傷に至るものと仮定する。 

この仮定の上でも，評価事故シーケンスの起点(事象発生時)に

おいて必要な要員数は，表 1 の炉心損傷防止に必要な人数であ

り，この観点で最も厳しい PDS は，全交流動力電源喪失を伴う

TBP の 32 名であり，続いて同じく全交流動力電源喪失を伴う長

期 TB，TBU，TBD の 28 名が厳しい。 

 

次に，重大事故等対処設備に期待しない場合，各格納容器破損

モードに進展し得る PDS，その中で要員数の観点で厳しい PDS 及

び評価事故シーケンスの起点として選定した PDS を表 2 に示す。 

 

別紙 

 

必要な要員数の観点での評価事故シーケンスの代表性の整理 

 

設置許可基準規則第 37 条第 2 項に規定されている「重大事故

が発生した場合」の評価では，各格納容器破損モードに至るおそ

れのあるプラント損傷状態（ＰＤＳ）の中から，当該破損モード

に至る場合にその破損モードが最も厳しく表れると考えられる

ＰＤＳを選定し，そのＰＤＳに属する事故シーケンスの中から最

も厳しい事故シーケンスを評価事故シーケンスとして選定して

いる。ここでは，各ＰＤＳ及び炉心損傷後の対応に必要な要員数

の観点から，評価事故シーケンスの代表性を整理する。 

今回のＰＲＡにより抽出したＰＤＳと炉心損傷防止に際して

必要な人数を第 1表に示す。また，設置許可基準規則第 37条第 1

項の「重大事故に至るおそれがある事故が発生した場合」の評価

結果を基に，各ＰＤＳに至る原因となるプラント機能の喪失が発

生した場合に炉心損傷を防止するために必要な要員数を併せて

示す。 

なお，第 1 表のうち，ＴＷ（崩壊熱除熱機能喪失），ＴＣ（原

子炉停止機能喪失）は格納容器先行破損事象であり，ＩＳＬＯＣ

Ａ（インターフェイスシステムＬＯＣＡ）は格納容器バイパス事

象である。いずれも炉心損傷の前に格納容器が機能喪失するＰＤ

Ｓであるため，評価事故シーケンスの選定の起点となるＰＤＳの

選定対象からは除外している。 

本来，重大事故等対処設備に期待しないＰＲＡから抽出された

各ＰＤＳは，第 1表の炉心損傷防止に必要な数の要員が適切な対

応をとることによって炉心損傷を防止できるものであるが，何ら

かの対応の失敗によって炉心損傷に至るものと仮定する。 

この仮定の上でも，評価事故シーケンスの起点（事象発生時）

において必要な要員数は，第 1表の炉心損傷防止に必要な人数で

あり，この観点で最も厳しいＰＤＳは，全交流動力電源喪失を伴

うＰＤＳ（長期ＴＢ，ＴＢＵ，ＴＢＰ及びＴＢＤ）の 24 名及び

参集要員 6名である。 

 

次に，重大事故等対処設備に期待しない場合，各格納容器破損

モードに進展し得るＰＤＳを，その中で要員数の観点で厳しいＰ

ＤＳ及び評価事故シーケンスの起点として選定したＰＤＳを第 2

表に示す。 

別紙 

 

必要な要員数の観点での評価事故シーケンスの代表性の整理 

 

設置許可基準規則第 37 条第２項に規定されている「重大事故

が発生した場合」の評価では，各格納容器破損モードに至るおそ

れのあるプラント損傷状態（ＰＤＳ）の中から，当該破損モード

に至る場合にその破損モードが最も厳しく表れると考えられる

ＰＤＳを選定し，そのＰＤＳに属する事故シーケンスの中から最

も厳しい事故シーケンスを評価事故シーケンスとして選定して

いる。ここでは，各ＰＤＳ及び炉心損傷後の対応に必要な要員数

の観点から，評価事故シーケンスの代表性を整理する。 

今回のＰＲＡにより抽出したＰＤＳを表１に示す。また，設置

許可基準規則第 37 条第１項の「重大事故に至るおそれがある事

故が発生した場合」の評価結果をもとに，各ＰＤＳによる炉心損

傷を防止するために必要な要員数を合わせて示す。 

 

 

なお，表１のうち，ＴＷ（崩壊熱除去機能喪失），ＴＣ（原子

炉停止機能喪失）は格納容器先行破損事象であり，ＩＳＬＯＣＡ

（インターフェイスシステムＬＯＣＡ）は格納容器バイパス事象

である。いずれも炉心損傷の前に原子炉格納容器が機能喪失する

ＰＤＳであるため，評価事故シーケンスの選定の起点となるＰＤ

Ｓの選定対象からは除外している。 

本来，重大事故等対処設備に期待しないＰＲＡから抽出された

各ＰＤＳは，表１の炉心損傷防止に必要な数の要員が適切な対応

をとることによって炉心損傷を防止できるものであるが，何らか

の対応の失敗によって炉心損傷に至るものと仮定する。 

この仮定のうえでも，評価事故シーケンスの起点（事象発生時）

において必要な要員数は，表１の炉心損傷防止に必要な人数であ

り，この観点で最も厳しいＰＤＳは，全交流動力電源喪失（ＳＢ

Ｏ）を伴うＰＤＳ（長期ＴＢ，ＴＢＵ，ＴＢＰ及びＴＢＤ）の 31

名である。 

 

次に，重大事故等対処設備に期待しない場合，各格納容器破損

モードに進展し得るＰＤＳ，その中で要員数の観点で厳しいＰＤ

Ｓ及び評価シーケンスの起点として選定したＰＤＳを表２に示

す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・解析結果及び運用 

の相違 

【柏崎 6/7，東海第二】 
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格納容器破損モード格納容器過圧破損，格納容器過温破損及び

水素燃焼では，LOCA を PDS に選定した上で PDS に SBO を加えて

いるため，SBO にも対応可能な要員数が必要となる。このことか

ら，選定した PDS は要員の観点で厳しい PDS を包絡している。

その上で，LOCA 及び SBO に並行して対応し，格納容器破損防止

が可能であることを示している。ただし，交流動力電源の 24 時

間以内の復旧に期待していることから，TBP への炉心損傷防止対

応で想定している低圧代替原子炉注水設備（可搬型）を用いた原

子炉注水は考慮していない。 

なお，炉心損傷後は重大事故等対処設備を用いた原子炉注水や

原子炉格納容器熱除去等を実施する必要があるが，これらの対応

に必要となる要員数は PDS によらず同じであり，これに加えて電

源復旧が必要となる場合が，必要な要員数の観点で厳しいと考え

られる。このことから，今回選定した評価事故シーケンスは必要

な要員数の観点においても他の事故シーケンスを包絡している

と考える。 

高圧溶融物放出／格納容器雰囲気直接加熱（DCH），原子炉圧力

容器外の溶融燃料-冷却材相互作用（炉外 FCI）及び溶融炉心・コ

ンクリート相互作用（MCCI）については，炉心損傷後の対応とし

て，原子炉水位が有効燃料棒底部から有効燃料棒の長さの 10%上

の位置に到達した時点での原子炉減圧及び原子炉圧力容器下鏡

部温度が 300℃に到達した時点での原子炉格納容器下部への注水

等が必要となるが，この対応は中央制御室による操作であり PDS 

によらず同じである。仮に，SBO が重畳した場合には交流動力電

源の復旧要員が必要となるが，その他の操作が中央制御室での操

作であることから，いずれの場合も大破断 LOCA+SBO 後の対応に

必要な要員数を上回ることは無い。なお，交流動力電源が必要な

原子炉格納容器下部への注水操作が必要となるまでの時間は交

流動力電源の復旧に十分な時間である。 

 

 

 

 

以上より，要員の観点で厳しい PDS 及び炉心損傷後の事故シー

ケンスを考慮しても，現在の要員数で重大事故への対応は可能で

あり，必要な要員数を考慮しても評価事故シーケンスは代表性を

有していることを確認した。 

 

第 2表の格納容器破損モードは，選定した全てＰＤＳにおいて

全交流動力電源喪失を想定しており，全交流動力電源喪失の対応

には要員数の観点で最も厳しいＰＤＳである長期ＴＢ，ＴＢＵ，

ＴＢＰ及びＴＢＤに必要な要員数が必要となることから，ＰＤＳ

の観点では，選定したＰＤＳは要員の観点で最も厳しいＰＤＳを

包絡している。 

 

 

 

また，炉心損傷後は重大事故等対処設備を用いた原子炉注水や

格納容器熱除去等を実施する必要があるが，これらの対応に必要

となる要員数はＰＤＳによらずほぼ同じであり，これに加えて電

源復旧が必要となる場合が，必要な要員数の観点で厳しいと考え

られる。このことから，今回選定した評価事故シーケンスは必要

な要員数の観点においても他の事故シーケンスを包絡している

と考える。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

以上より，要員の観点で厳しいＰＤＳ及び炉心損傷後の事故シ

ーケンスを考慮しても，現在の要員数で重大事故への対応は可能

であり，必要な要員数を考慮しても評価事故シーケンスは代表性

を有していることを確認した。 

 

格納容器破損モード格納容器過圧破損，格納容器過温破損及び

水素燃焼では，ＬＯＣＡをＰＤＳ に選定したうえでＰＤＳにＳ

ＢＯを加えているため，ＳＢＯにも対応可能な要員数が必要とな

る。このことから，選定したＰＤＳは要員の観点で最も厳しいＰ

ＤＳを包絡している。そのうえで，ＬＯＣＡ及びＳＢＯに並行し

て対応し，格納容器破損防止が可能であることを示している。た

だし，交流動力電源の 24 時間以内の復旧に期待していることか

ら，ＴＢＰへの炉心損傷防止対応で想定している低圧原子炉代替

注水系（可搬型）を用いた原子炉注水は考慮していない。 

なお，炉心損傷後は重大事故等対処設備を用いた原子炉注水や

原子炉格納容器熱除去等を実施する必要があるが，これらの対応

に必要となる要員数はＰＤＳによらず同じであり，これに加えて

電源復旧が必要となる場合が，必要な要員数の観点で厳しいと考

えられる。このことから，今回選定した評価事故シーケンスは必

要な要員数の観点においても他の事故シーケンスを包絡してい

ると考える。 

高圧溶融物放出／格納容器雰囲気直接加熱（ＤＣＨ），原子炉

圧力容器外の溶融燃料－冷却材相互作用（ＦＣＩ）及び溶融炉

心・コンクリート相互作用（ＭＣＣＩ）については，炉心損傷後

の対応として，原子炉水位が燃料棒有効長下端から燃料棒有効長

の 20％上の位置に到達した時点での原子炉減圧及び原子炉圧力

容器下鏡温度が 300℃に到達した時点でのペデスタルへの注水等

が必要となるが，これらの対応に必要となる要員数はＰＤＳによ

らず同じであり，いずれの場合も大破断ＬＯＣＡ＋ＳＢＯ後の対

応に必要な要員数を上回ることは無い。 

 

 

 

 

 

 

 

 

以上より，要員の観点で厳しいＰＤＳ及び炉心損傷後の事故シ

ーケンスを考慮しても，現在の要員数で重大事故への対応は可能

であり，必要な要員数を考慮しても評価事故シーケンスは代表性

を有していることを確認した。 

以 上 

・評価結果の相違 

【東海第二】 

 

 

 

 

 

・設備の相違 

【柏崎 6/7】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・評価結果の相違 

【柏崎 6/7，東海第二】 

 

・評価条件の相違 

【柏崎 6/7】 

島根２号炉は，ＤＣ

Ｈ，ＦＣＩ，ＭＣＣＩ

について，格納容器破

損防止対策のための対

応時間が厳しいシナリ

オを想定するため，Ｓ

ＢＯを重畳した評価と

している。 
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第 1表 今回のＰＲＡにより抽出したＰＤＳと炉心損傷防止 

に際して必要な要員数 

ＰＤＳ 
ＰＣＶ破損 

時期 

ＲＰ

Ｖ 

圧力 

炉心損

傷 

時期 

炉心損傷防止

に必要な人数 
※１ 

ＴＱＵＶ 炉心損傷後 低圧 早期 19人 

ＴＱＵＸ 炉心損傷後 高圧 早期 10人 

長期ＴＢ 炉心損傷後 高圧 後期 24人 

ＴＢＤ,ＴＢＵ 炉心損傷後 高圧 早期 24人 

ＴＢＰ 炉心損傷後 低圧 早期 24人 

ＬＯＣＡ 炉心損傷後 低圧 早期 19人※２ 

ＴＷ(取水機能喪失)※

３ 
炉心損傷前 － 後期 20人 

ＴＷ(ＲＨＲ喪失)※３ 炉心損傷前 － 後期 19人 

ＴＣ※３ 炉心損傷前 － 早期 10人 

ＩＳＬＯＣＡ※３ 炉心損傷前 － 早期 12人 

※１ 「重大事故に至るおそれがある事故発生した場合」の評価結果から抽

出 

※２ 「中破断ＬＯＣＡ（Ｓ１Ｅ）＋ＥＣＣＳ注水機能喪失」及び「小破断

ＬＯＣＡ（Ｓ２Ｅ）＋ＥＣＣＳ注水機能喪失」による炉心損傷防止の

評価結果から抽出 

※３ 炉心損傷の前に格納容器が機能喪失するため，評価事故シーケンスの

選定の起点となるＰＤＳの選定対象からは除外したＰＤＳ 

 

表１ ＰＲＡにより抽出したＰＤＳと炉心損傷防止 

に際して必要な要員数 

ＰＤＳ 
格納容器 
破損時期 

ＲＰＶ
圧力 

炉心
損傷 
時期 

炉心損傷
防止に 
必要な人
数※１ 

ＴＱＵＶ 炉心損傷後 低圧 早期 28 

ＴＱＵＸ 炉心損傷後 高圧 早期 10 

長期ＴＢ 炉心損傷後 高圧 後期 31 

ＴＢＵ 炉心損傷後 高圧 早期 31 

ＴＢＰ 炉心損傷後 低圧 早期 31 

ＴＢＤ 炉心損傷後 高圧 早期 31 

ＬＯＣＡ 炉心損傷後 低圧 早期   28※２ 

ＴＷ※３ 炉心損傷前 － 後期 31 

ＴＣ※３ 炉心損傷前 － 早期 11 

ＩＳＬＯＣＡ 
※３ 

炉心損傷前 － 早期 10 

※１：「重大事故に至るおそれがある事故が発生した場合」の評

価結果から抽出 

※２：ＬＯＣＡ時注水機能喪失（冷却材喪失（中破断ＬＯＣＡ）

＋高圧炉心冷却失敗＋低圧炉心冷却失敗）における炉心損

傷防止の評価結果から抽出 

※３：炉心損傷の前に格納容器が機能喪失するため，評価事故シ

ーケンスの選定の起点となるＰＤＳの選定対象からは除

外したＰＤＳ 

 

・評価結果の相違 

【柏崎 6/7，東海第二】 

6-51



 

 

柏崎刈羽原子力発電所 ６／７号炉 （2017.12.20版） 東海第二発電所 （2018.9.12版） 島根原子力発電所 ２号炉  備考 

 

第 2表 要員及び事象の厳しさの観点からの 

各格納容器破損モードのＰＤＳの整理 

格納容器破損モード 
該当する 

ＰＤＳ 

要員の観点で 

厳しいＰＤＳ 
選定したＰＤＳ 

雰囲気圧力・温度によ

る静的負荷（格納容器

過圧破損） 

ＴＱＵＶ 

長期ＴＢ 

ＴＢＵ 

ＴＢＰ 

ＴＢＤ 

ＬＯＣＡ※１ 

ＴＱＵＸ 

長期ＴＢ 

ＴＢＵ 

ＴＢＰ 

ＴＢＤ 

ＬＯＣＡ 

雰囲気圧力・温度によ

る静的負荷（格納容器

過温破損） 

ＴＱＵＸ 

長期ＴＢ 

ＴＢＵ 

ＴＢＤ 

ＬＯＣＡ 

高圧溶融物放出／格

納容器雰囲気直接加

熱 

（ＤＣＨ） 

ＴＱＵＸ 
長期ＴＢ 

ＴＢＵ 

ＴＢＤ 

ＴＱＵＸ※１ 
長期ＴＢ 

ＴＢＵ 

ＴＢＤ 

原子炉圧力容器外の

溶融燃料-冷却材相互

作用 

（炉外ＦＣＩ） 

ＴＱＵＶ 

長期ＴＢ 

ＴＢＵ 

ＴＢＰ 

ＴＢＤ 

ＴＱＵＶ※１ 

ＴＱＵＸ 

長期ＴＢ 

ＴＢＵ 

ＴＢＰ 

ＴＢＤ 

ＬＯＣＡ 

溶融炉心・コンクリー

ト相互作用（ＭＣＣ

Ｉ） 

ＴＱＵＶ 

長期ＴＢ 

ＴＢＵ 

ＴＢＰ 

ＴＢＤ 

ＴＱＵＶ※１ 

ＴＱＵＸ 

長期ＴＢ 

ＴＢＵ 

ＴＢＰ 

ＴＢＤ 

ＬＯＣＡ 

水素燃焼 － － ＬＯＣＡ※１,２ 

※1 格納容器への注水・除熱対策の有効性を網羅的に確認可能なシナリオを

評価するため，有効評価においては全交流動力電源喪失を重畳させるも

のとしている。 

※2 水素燃焼については，原子炉運転中は格納容器内雰囲気を窒素で置換

し，酸素濃度を低く管理しているため，ＰＲＡで定量化する格納容器破

損モードから除外しているが，窒素置換の有効性を確認する観点で，評

価対象の格納容器破損モードとしている。 

 

 

表２ 要員及び事象の厳しさの観点からの 

各格納容器破損モードのＰＤＳの整理 

格納容器破損モード 
該当する 

ＰＤＳ 

要員の観点で 

厳しいＰＤＳ 
選定したＰＤＳ 

雰囲気圧力・温度によ

る静的負荷（格納容器

過圧破損） 

ＴＱＵＶ 

長期ＴＢ 

ＴＢＵ 

ＴＢＰ 

ＴＢＤ 

ＬＯＣＡ＋ＳＢＯ※１ 

ＴＱＵＸ 

ＬＯＣＡ 

雰囲気圧力温度によ

る静的負荷（格納容器

過温破損） 

ＴＱＵＶ 

ＴＱＵＸ 

長期ＴＢ 

ＴＢＵ 

ＴＢＰ 

ＴＢＤ 

ＬＯＣＡ 

高圧溶融物放出／格

納容器雰囲気直接加

熱（ＤＣＨ） 

ＴＱＵＸ 
長期ＴＢ 

ＴＢＵ 

ＴＢＤ 

ＴＱＵＸ＋ＳＢＯ※１ 
長期ＴＢ 

ＴＢＵ 

ＴＢＤ 

原子炉圧力容器外の

溶融燃料－冷却材相

互作用（ＦＣＩ） 

ＴＱＵＶ 

ＴＱＵＶ 

ＬＯＣＡ 
ＴＱＵＶ＋ＳＢＯ※１ ＴＱＵＸ 

ＬＯＣＡ 

水素燃焼 － － ＬＯＣＡ＋ＳＢＯ※１ 

溶融炉心・コンクリー

ト相互作用（ＭＣＣ

Ｉ） 

ＴＱＵＶ 
ＴＱＵＶ 

ＬＯＣＡ 
ＴＱＵＶ＋ＳＢＯ※１ ＴＱＵＸ 

ＬＯＣＡ 

※１：ＰＲＡから直接抽出されるＰＤＳではないが，電源復旧，

注水機能確保のための設備が多く，格納容器破損防止対策

のための対応時間が厳しいシナリオを想定するため，ＳＢ

Ｏの重畳した評価事故シーケンスを選定している。 

 

・評価結果の相違 

【柏崎 6/7，東海第二】 
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添付資料 6.3.1 

 

水源，燃料，電源負荷評価結果について 

 

1．はじめに 

重大事故等対策の有効性評価において，重大事故等対策を外部

支援に期待することなく 7日間継続するために必要な水源及び燃

料について評価を実施するとともに，電源負荷の積み上げが給電

容量内にあることを確認する。 

 

2．事故シ－ケンス別の必要量について 

重大事故等対策の有効性評価において，通常系統からの給水及

び給電が不可能となる事象についての水源及び燃料に関する評

価結果を表 1 に整理した。 

また，同様に常設代替交流電源設備からの電源供給が必要な事

象について，必要負荷が常設代替交流電源設備を連続運転させた

場合の定格容量内であることを表 1 に整理した。 

 

3．まとめ 

重大事故等対策の有効性評価において，水源，燃料及び電源負

荷のそれぞれに対して最も厳しい事故シ－ケンスを想定した場

合についても，発電所構内に備蓄している水源及び燃料により，

必要な対策を 7 日間継続することが十分に可能であることを確

認した。また，常設代替交流電源設備から給電する場合の電源負

荷についても，常設代替交流電源設備を連続運転させた場合の定

格容量内であることを確認した。 

添付資料 6.3.1 

 

水源，燃料，電源負荷評価結果について 

 

1. はじめに 

重大事故等対策の有効性評価において，重大事故等対策を外

部支援に期待することなく 7日間継続するために必要な水源及

び燃料について評価を実施するとともに，電源負荷の積上げが

給電容量内にあることを確認する。 

 

2. 事故シーケンスグループ等別の必要量について 

重大事故等対策の有効性評価における水源，燃料に関する評

価結果を第 1表及び第 2表に整理した。 

 

また，同様に常設代替交流電源設備からの電源供給が必要な

事象について，必要負荷が常設代替交流電源設備を連続運転さ

せた場合の定格容量内であることを第 3表に整理した。 

 

3. まとめ 

重大事故等対策の有効性評価において，水源，燃料及び電源

負荷のそれぞれに対して最も厳しい事故シ－ケンスを想定し

た場合についても，発電所構内に備蓄している水源及び燃料に

より，必要な対策を 7日間継続することが十分に可能であるこ

とを確認した。また，常設代替交流電源設備から給電する場合

の電源負荷についても，常設代替交流電源設備を連続運転させ

た場合の定格容量内であることを確認した。 

 

添付資料 6.3.1 

 

水源，燃料，電源負荷評価結果について 

 

1. はじめに 

重大事故等対策の有効性評価において，重大事故等対策を外

部支援に期待することなく７日間継続するために必要な水源

及び燃料について評価を実施するとともに，電源負荷の積み上

げが給電容量内にあることを確認する。 

 

2. 事故シ－ケンス別の必要量について 

重大事故等対策の有効性評価において，通常系統からの給水

及び給電が不可能となる事象についての水源及び燃料に関す

る評価結果を第１表に整理した。 

また，同様に常設代替交流電源設備からの電源供給が必要な

事象について，必要負荷が常設代替交流電源設備を連続運転さ

せた場合の定格容量内であることを第１表に整理した。 

 

3. まとめ 

重大事故等対策の有効性評価において，水源，燃料及び電源

負荷のそれぞれに対して最も厳しい事故シ－ケンスを想定し

た場合についても，発電所構内に備蓄している水源及び燃料に

より，必要な対策を７日間継続することが十分に可能であるこ

とを確認した。また，常設代替交流電源設備から給電する場合

の電源負荷についても，常設代替交流電源設備を連続運転させ

た場合の定格容量内であることを確認した。 
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第 1表 水源の必要量（1／2） 

 

事故シーケンスグループ等 必要水量／水源総量 

2.1 

高圧・低圧注水機能喪失 

約 5,350m３／約 8,600m３ 

・低圧代替注水系（常設） 

・代替格納容器スプレイ冷却系（常設） 

2.2 

高圧注水・減圧機能喪失 
（外部水源を消費しない） 

2.3.1 

全交流動力電源喪失（長期ＴＢ） 

約 2,130m３／約 4,300m３ 

・低圧代替注水系（可搬型） 

・代替格納容器スプレイ冷却系（可搬

型） 

2.3.2 

全交流動力電源喪失（ＴＢＤ，

ＴＢＵ） 

約 2,130m３／約 4,300m３ 

・低圧代替注水系（可搬型） 

・代替格納容器スプレイ冷却系（可搬

型） 

2.3.3 

全交流動力電源喪失（ＴＢＰ） 

約 2,160m３／約 4,300m３ 

・低圧代替注水系（可搬型） 

・代替格納容器スプレイ冷却系（可搬

型） 

2.4.1 

崩壊熱除去機能喪失 

（取水機能が喪失した場合） 

約 620m３／約 4,300m３ 

・低圧代替注水系（常設） 

2.4.2 

崩壊熱除去機能喪失 

（残留熱除去系が故障した場

合） 

約 5,410m３／約 8,600m３ 

・低圧代替注水系（常設） 

・代替格納容器スプレイ冷却系（常設） 

2.5 

原子炉停止機能喪失 
（外部水源を消費しない） 

2.6 

ＬＯＣＡ時注水機能喪失 

約 5,320m３／約 8,600m３ 

・低圧代替注水系（常設） 

・代替格納容器スプレイ冷却系（常設） 

2.7 

格納容器バイパス 

（インターフェイスシステムＬ

ＯＣＡ） 

約 490m３／約 4,300m３ 

・低圧代替注水系（常設） 

2.8 

津波浸水による最終ヒートシン

ク喪失 

約 2,130m３／約 4,300m３ 

・低圧代替注水系（可搬型） 

・代替格納容器スプレイ冷却系（可搬

型） 
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・解析結果の相違 

【柏崎 6/7，東海第二】 
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第 1表 水源の必要量（2／2） 

 

事故シーケンスグループ等 必要水量／水源総量 

3.1.2 

雰囲気圧力・温度による静的負

荷 

（格納容器過圧・過温破損） 

（代替循環冷却系を使用する場

合） 

約 400m３／約 4,300m３ 

・低圧代替注水系（常設） 

・代替格納容器スプレイ冷却系（常設） 

3.1.3 

雰囲気圧力・温度による静的負

荷 

（格納容器過圧・過温破損） 

（代替循環冷却系を使用できな

い場合） 

約 5,490m３／約 8,600m３ 

・低圧代替注水系（常設） 

・代替格納容器スプレイ冷却系（常設） 

3.2 

高圧溶融物放出/格納容器雰囲

気 

直接加熱 

約 380m３／約 4,300m３ 

・代替格納容器スプレイ冷却系（常設） 

・格納容器下部注水系（常設） 

3.3 

原子炉圧力容器外の溶融燃料 

－冷却材相互作用 

約 380m３／約 4,300m３ 

・代替格納容器スプレイ冷却系（常設） 

・格納容器下部注水系（常設） 

3.4 

水素燃焼 

約 400m３／約 4,300m３ 

・低圧代替注水系（常設） 

・代替格納容器スプレイ冷却系(常設) 

3.5 

溶融炉心・コンクリート相互作

用 

約 380m３／約 4,300m３ 

・代替格納容器スプレイ冷却系（常設） 

・格納容器下部注水系（常設） 

4.1 

想定事故１ 

約 2,120m３／約 4,300m３ 

・代替燃料プール注水系（注水ライン） 

4.2 

想定事故２ 

約 2,120m３／約 4,300m３ 

・代替燃料プール注水系（注水ライン） 

5.1 

崩壊熱除去機能喪失 

（残留熱除去系の故障による停

止時 

冷却機能喪失） 

（外部水源を消費しない） 

5.2 

全交流動力電源喪失 

約 90m３／約 4,300m３ 

・低圧代替注水系（常設） 

5.3 

原子炉冷却材の流出 
（外部水源を消費しない） 

5.4 

反応度の誤投入 
（外部水源を消費しない） 

  は，必要量が最大のものを示す。 
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・解析結果の相違 

【柏崎 6/7，東海第二】 
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・解析結果の相違 

【柏崎 6/7，東海第二】 
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・解析結果の相違 

【柏崎 6/7，東海第二】 
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 ・解析結果の相違 

【柏崎 6/7，東海第二】 
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 ・解析結果の相違 

【東海第二】 
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 第 3表 電源負荷の必要量（1／2） 

 

第3表 電源負荷の必要量（2／2） 

 

 ・解析結果の相違 

【東海第二】 

 

 

6-60




